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一
　
は
じ
め
に

㈠
　
問
題
意
識

　
現
代
社
会
で
は
、
自
動
車
は
国
民
一
人
一
人
の
日
常
生
活
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
各
家
庭
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
自
動
車
の
普
及
に
伴
い
、
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
世
界
保

健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年
の
全
世
界
に
お
け
る
交
通
事
故
死
亡
者
数
は
一
二
五
万
人
に
の
ぼ（
1
）る。

交
通
事
故

紛
争
は
、
今
や
現
代
社
会
に
お
い
て
解
決
す
べ
き
最
大
の
課
題
の
一
つ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　
中
国
で
は
、
改
革
開
放
以
降
、
著
し
い
経
済
成
長
に
よ
り
市
民
の
所
得
が
増
加
し
て
い
る
。
生
活
が
豊
か
に
な
る
に
つ
れ
、
マ
イ
カ
ー

の
意
識
も
高
ま
り
、
自
動
車
普
及
率
は
急
増
し
て
い（
2
）る。

そ
れ
に
伴
い
、
交
通
事
故
の
増
加
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
交
通
事
故
に

起
因
す
る
訴
訟
件
数
も
、
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い（
3
）る。
交
通
事
故
訴
訟
に
お
け
る
適
正
か
つ
迅
速
な
紛
争
の
解
決
が
急
務
で
あ
る
。

　
中
国
に
お
け
る
民
事
訴
訟
制
度
は
、
改
革
開
放
後
、
極
端
な
職
権
主
義
か
ら
当
事
者
主
義
へ
と
転
換
し
て
き
た
。
従
来
は
、
裁
判
所
が

強
い
権
限
を
も
ち
、
全
面
的
・
客
観
的
に
証
拠
を
収
集
し
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
が
、
近
時
は
、
当
事
者
に
立
証
の

権
限
を
与
え
、
裁
判
所
の
裁
量
を
抑
制
す
る
方
向
で
司
法
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い（
4
）る。

し
か
し
、
交
通
事
故
訴
訟
制
度
に
お
い
て
は
、
こ

う
し
た
司
法
改
革
の
基
本
的
な
方
向
性
と
は
逆
に
、
裁
判
所
の
裁
量
を
拡
張
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
急
速
な
経
済
成
長
と
は
反

対
に
、
交
通
事
故
訴
訟
に
関
す
る
法
制
度
の
整
備
に
は
、
緩
慢
さ
が
目
立
つ
。
現
在
の
交
通
事
故
訴
訟
制
度
で
は
、
交
通
事
故
紛
争
に
十

分
に
対
応
で
き
る
と
は
言
え
な
い
。
社
会
の
急
速
な
変
化
と
と
も
に
、
交
通
事
故
紛
争
の
内
容
も
ま
す
ま
す
複
雑
に
な
っ
て
お
り
、
従
来

の
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
改
革
を
検
討
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　
日
本
に
お
い
て
は
、
中
国
の
交
通
事
故
訴
訟
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
実
体
法
（
主
に
保
険
法
）
の
観
点
か
ら
中
国
の
現
況
を
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論
じ
た
論
文
が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
り
、
訴
訟
法
の
観
点
か
ら
交
通
事
故
訴
訟
を
論
じ
た
論
文
は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
に
お
い
て
は

見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ（
5
）る。

そ
の
空
白
を
塡
補
し
、
ま
た
、
将
来
の
制
度
改
革
に
向
け
て
議
論
を
整
理
す
る
た
め
、
中
国
の
交
通
事
故

訴
訟
制
度
は
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
、
ど
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
の
史
的
展
開
を
論
ず
る
。

　
な
お
、
交
通
事
故
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
交
通
機
関
（
自
動
車
、
飛
行
機
、
船
な
ど
を
含
む
）
に
よ
る
事
故
を
指
す
場
合
と
、
狭
義
の
道
路
交

通
事
故
、
す
な
わ
ち
自
動
車
を
中
心
と
し
て
起
き
た
事
故
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
交
通
事
故
と
は
自
動
車
に
よ
る
交

通
事
故
を
い
う
。
ま
た
、
交
通
事
故
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
、
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
事
件
は
殆
ど
な
く
、
刑
事

附
帯
民
事
訴（
6
）訟が
刑
事
訴
訟
制
度
に
属
し
、
手
続
上
の
独
特
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
当
事
者
の
提
起
す
る
損
害
賠
償
訴
訟

の
み
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。

㈡
　
本
稿
の
構
成

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
歴
史
に
つ
い
て
、
法
令
の
施
行
時
期
に
よ
り
五
つ
の
時
期
に
分
け
、
各
時

期
の
法
令
に
お
け
る
実
体
法
上
の
規
定
、
手
続
法
上
の
規
定
お
よ
び
そ
れ
ら
の
規
定
に
関
す
る
実
務
上
の
運
用
を
振
り
返
り
、
中
国
の
交

通
事
故
訴
訟
制
度
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
後
、
そ
の
変
遷
か
ら
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
制

度
の
形
成
と
発
展
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
二
章
）。
本
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
今
後
、
中
国
の
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
問
題
点
と

そ
の
改
革
を
日
本
法
と
の
比
較
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
の
準
備
的
考
察
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二
　
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
の
史
的
展
開

　
ま
ず
、
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
変
遷
を
振
り
返
る
。
中
国
の
交
通
事
故
訴
訟
制
度
は
法
令
の
制
定
と
と
も
に
発
展
し
て

き
た
が
、
そ
れ
ら
の
法
令
に
着
目
す
る
と
、
主
に
五
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
都
市
陸
上
交
通
管
理
暫
行
規
則
」
施

行
以
降
、
②
「
民
法
通
則
」
施
行
ま
で
、
③
「
民
法
通
則
」
の
施
行
か
ら
「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」
の
施
行
ま
で
、
④
「
道
路
交
通

事
故
処
理
弁
法
」
施
行
以
降
、
⑤
「
道
路
交
通
安
全
法
」
施
行
以
降
で
あ
る
。

㈠
　「
都
市
陸
上
交
通
管
理
暫
行
規
則
」
施
行
以
降
（
一
九
五
一
年
五
月
か
ら
一
九
五
五
年
九
月
ま
で
）

　
一
九
四
九
年
一
〇
月
一
日
に
成
立
し
た
中
華
人
民
共
和
国
は
、
国
民
党
に
よ
り
作
ら
れ
た
法
律
制
度
を
全
面
的
に
廃
止
さ
せ
る
一
方（
7
）で、

戦
後
経
済
の
回
復
と
社
会
秩
序
の
保
護
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
次
第
に
新
た
な
法
律
制
度
を
確
立
し
て
き
た
。
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠

償
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
一
年
五
月
、
全
国
に
適
用
さ
れ
る
規
則
で
あ
る
「
都
市
陸
上
交
通
管
理
暫
定
規
則
」（
以
下
「
暫
行
規

則
」
と
い（
8
）う）
が
制
定
さ
れ
た
。

　
暫
行
規
則
は
、
一
九
五
一
年
に
公
安
部
に
よ
り
公
布
さ
れ
た
も
の
で
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
初
め
て
の
交
通
規
則
に
関
す
る
行

政
規（
9
）章と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
同
規
則
は
、
交
通
秩
序
の
維
持
お
よ
び
交
通
安
全
の
保
障
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
）
10
（
た
。
同
規
則
の

目
的
は
、「
全
国
に
お
け
る
都
市
の
陸
上
交
通
管
理
を
統
一
し
、
交
通
秩
序
を
維
持
し
、
安
全
を
保
障
す
る
」
こ
と
で
あ
り
（
第
一
条
）、

同
規
則
は
、
全
八
八
箇
条
、「
総
則
」、「
通
則
」、「
車
両
」、「
ラ
バ
と
馬
の
車
お
よ
び
そ
の
他
の
車
両
」、「
歩
行
者
」、「
家
畜
」、「
道
路
」、

「
交
通
事
故
」、「
附
則
」
か
ら
成
る
全
九
章
で
構
成
さ
れ
た
。

　
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
第
八
章
に
八
箇
条
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
第
八
〇
）
11
（

条
が
損
害
賠
償
責
任
に
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関
す
る
規
定
で
あ
り
、
同
条
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
は
無
過
失
責
任
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
第
八
三
）
12
（
条
に
お
い
て
は
、

損
害
賠
償
責
任
の
適
用
範
囲
と
責
任
主
体
に
つ
い
て
、
暫
行
規
則
に
規
定
さ
れ
た
交
通
規
則
の
違
反
に
よ
り
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合

に
の
み
、
加
害
者
ま
た
は
車
両
の
所
有
者
な
ど
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
紛
争
処
理
の
手
続
に
関
し
て
は
、「
公
安
機
関
は
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件
に
つ
い
て
、
真
実
を
究
明
し
、
事
故
責
任
を

明
ら
か
に
し
、
是
非
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
合
理
的
な
調
停
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
事
者
の
一
方
が
調
停
に
合
意

で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
第
八
五
条
）
と
定
め
ら
れ
、
ま
た
、「
交
通
事
故
に
関
す
る
損
害
賠
償
事

件
に
お
い
て
、
合
理
的
な
調
停
が
行
わ
れ
、
当
事
者
が
承
認
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
調
停
結
果
に
不
服
﹇
原
語
は
「
後
悔
」：
筆
者
注
﹈
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者
は
、
一
〇
日
以
内
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（
第
八
六
条
）
と
さ
れ
た
。

　
以
上
の
規
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
当
時
は
、
交
通
事
故
紛
争
を
処
理
す
る
に
際
し
、
公
安
機
関
に
事
故
責
任
を
認
定
す
る
権

限
が
与
え
ら
れ
て
い
）
13
（
た
。
さ
ら
に
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
紛
争
に
つ
い
て
、
当
事
者
は
、
公
安
機
関
に
よ
る
調
停
制
度
と
司
法

機
関
に
よ
る
民
事
訴
訟
制
度
の
双
方
を
利
用
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
調
停
制
度
の
利
用
は
、
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ

て
開
始
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
安
機
関
の
権
限
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
当
事
者
が
訴
訟
を
提
起
で
き
る

機
会
も
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
、
調
停
の
結
果
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
一
定
の
期
間
内
に
限
り
交
通

事
故
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
調
停
で
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
に
よ
る
訴
訟
の
提

起
で
は
な
く
、
公
安
機
関
が
、
職
権
に
よ
り
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
新
中
国
の
成
立
当
初
に
は
、
交
通
事
故
に
お
け
る
損
害
賠
償
紛
争
の
解
決
に
あ
た
り
、
公
安
機
関
の
職
権
が
重
視
さ
れ

る
傾
向
に
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
そ
の
後
の
中
国
の
交
通
事
故
に
お
け
る
損
害
賠
償
紛
争
の
処
理
に
重
大
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
以
上
に
述
べ
た
暫
行
規
則
期
は
、
そ
の
後
の
時
期
と
比
べ
る
と
、
交
通
事
故
訴
訟
の
提
起
が
可

能
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
点
が
顕
著
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
暫
行
規
則
は
、
ま
も
な
く
中
国
が
社
会
主
義
の
建
設
時
期
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に
入
る
と
、「
都
市
交
通
規
則
」
に
よ
り
失
効
し
た
。
一
九
五
五
年
一
〇
月
以
降
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
訴
訟
の
提
起
は
、
法
律

上
の
根
拠
が
な
い
と
い
う
時
期
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

㈡
　「
民
法
通

）
14
（則

」
施
行
ま
で
（
一
九
五
五
年
一
〇
月
か
ら
一
九
八
六
年
一
二
月
ま
で
）

　
一
九
五
二
年
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
は
、
企
業
の
公
有
化
と
農
業
の
集
団
化
が
行
わ
れ
、
全
生
涯
的
な
社
会
保
障
シ
ス
テ
ム
の
下
、
個

人
は
「
単
位
」
ま
た
は
「
人
民
公
社
」
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
民
法
典
（
草
案
）
が
作
成
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
結
局
制
定
・
公
布
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
実
体
法
上
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
状
況
が

続
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
当
時
、
国
務
院
お
よ
び
そ
の
所
属
す
る
行
政
機
関
が
発
す
る
公
文
書
の
な
か
に
は
法
源
と
な
る
も
の

が
あ
）
15
（

り
、
行
政
機
関
は
、
道
路
管
理
お
よ
び
交
通
事
故
処
理
に
関
す
る
行
政
規
章
を
い
く
つ
か
公
布
し
、
施
行
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
一

九
六
六
年
か
ら
始
ま
る
文
化
大
革
命
に
よ
り
、
約
一
〇
年
の
間
、
中
国
の
法
律
制
度
、
と
く
に
司
法
制
度
は
機
能
不
全
に
陥
る
こ
と
と

な
っ
た
が
、
文
革
の
最
中
に
お
い
て
も
、
行
政
機
関
は
行
政
規
章
を
施
行
す
る
こ
と
が
あ
り
、
一
九
七
二
年
に
は
「
都
市
と
公
路
交
通
管

理
規
則
（
試
行
）」
が
施
行
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
う
し
た
一
連
の
行
政
規
章
に
お
い
て
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
紛
争
解
決
手
段
（
と

く
に
訴
訟
制
度
の
利
用
の
可
否
）
に
つ
い
て
、
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
七
八
年
に
改
革
開
放
を
迎
え
る
と
、
一
一
期
三
中

総
会
に
お
け
る
「
民
主
と
法
制
の
強
化
」
の
指
針
に
従
い
、
司
法
制
度
は
速
や
か
に
再
建
さ
れ
た
が
、
実
体
法
、
と
く
に
交
通
事
故
に
お

け
る
損
害
賠
償
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
立
法
は
遅
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
立
法
の
空
白
状
況
は
、
一
九
八
七
年
に
「
民
法
通
則
」
が
制
定

さ
れ
る
ま
で
続
く
こ
と
と
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
各
行
政
規
章
の
内
容
と
実
務
上
の
運
用
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。
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1　

各
行
政
規
章
の
規
定

　
⑴
　「
都
市
道
路
規
）
16
（

則
」

　
公
安
部
の
公
布
し
た
「
都
市
道
路
規
則
」（
一
九
五
五
年
）
は
、「
都
市
交
通
の
管
理
を
強
化
し
、
交
通
運
輸
の
便
利
を
図
り
、
交
通
安

全
を
維
持
し
、
国
家
経
済
建
設
の
要
求
に
適
応
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、「
総
則
」、「
交
通
指
揮
信
号
と
交
通
標
識
」、「
車
両
」、「
歩

行
者
」、「
交
通
規
則
違
反
と
交
通
事
故
の
処
理
」
と
「
附
則
」
か
ら
成
る
全
六
章
で
構
成
さ
れ
た
。
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
は
、

「
暫
行
規
則
」
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
内
容
を
削
除
し
、
行
政
処
罰
と
刑
事
事
件
の
移
行
の
み
を
規
定
し
た
（
第
五
五
条
、
第
五
六
条
）。

ま
た
、
同
規
則
で
は
、
公
安
機
関
に
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
権
限
を
与
え
る
も
の
と
さ
れ
た
（
第
五
八
条
）。
そ
こ
で
、
損
害
賠
償
責
任

に
関
す
る
内
容
が
削
除
さ
れ
た
理
由
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
実
態
を
知
り
得
る
よ
う
な
資
料
を
得
て
い
な
い
。

　
⑵
　「
公
路
交
通
規
）
17
（

則
」

　
ま
た
、
一
九
六
〇
年
に
は
、
交
通
部
が
「
公
路
交
通
規
則
」
を
公
布
し
た
。
同
規
則
の
目
的
は
、
前
述
の
「
都
市
道
路
規
則
」
と
ほ
ぼ

同
様
で
、「
公
路
交
通
の
管
理
を
強
化
し
、
交
通
運
輸
の
便
利
を
図
り
、
交
通
安
全
を
維
持
し
、
国
民
経
済
大
躍
進
の
要
求
に
適
応
す

る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
規
則
は
全
七
章
で
構
成
さ
れ
、「
総
則
」、「
車
両
と
そ
の
運
転
者
」、「
非
車
両
と
そ
の
運
転
者
」、「
歩
行
者
、

乗
車
者
お
よ
び
公
路
沿
線
の
住
民
」、「
公
路
工
程
、
保
護
部
門
お
よ
び
そ
の
他
の
部
門
」、「
規
則
違
反
と
事
故
の
処
理
」、「
附
則
」
か
ら

成
る
。
公
路
で
発
生
し
た
交
通
事
故
に
関
し
て
は
、
公
安
機
関
、
交
通
管
理
機
関
ま
た
は
地
方
人
民
政
府
に
よ
り
紛
争
を
処
理
す
る
と
さ

れ
た
（
第
五
三
条
）。

　
⑶
　「
都
市
と
公
路
交
通
管
理
規
則
（
試
）
18
（

行
）」

　
そ
の
後
、
文
化
大
革
命
の
期
間
に
あ
た
る
一
九
七
二
年
に
は
、「
道
路
交
通
の
管
理
を
強
化
し
、
交
通
秩
序
を
維
持
し
、
人
民
の
生
命

と
財
産
の
安
全
を
保
障
し
、
社
会
主
義
事
業
の
発
展
の
要
求
に
応
じ
る
」
た
め
、
公
安
部
と
交
通
部
が
共
同
し
て
「
都
市
と
公
路
交
通
管

理
規
則
（
試
行
）」
を
公
布
し
た
。
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
関
し
て
は
、
同
規
則
に
違
反
し
た
者
と
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
者
に
対
し
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て
、
公
安
機
関
ま
た
は
公
路
交
通
管
理
機
関
は
、
更
生
教
育
﹇
原
語
は
「
教
育
」：
筆
者
注
﹈
と
い
う
原
則
に
従
い
、
結
果
の
軽
）
19
（
重
、
態
度
の

良
し
悪
し
、
初
犯
者
で
あ
る
か
何
度
注
意
し
て
も
改
め
な
い
者
か
な
ど
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
処
理
を
す
る
と
さ
れ
た
（
第

二
八
条
）。
た
だ
し
、
当
該
規
章
は
、
文
革
の
期
間
に
公
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
に
は
殆
ど
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
）
20
（
る
。

　
以
上
三
つ
の
行
政
規
章
は
、
社
会
主
義
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
生
ず
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ら
の
規
章
に
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
一
の
問
題
は
、
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
機
関
の
多
重
性
で
あ
る
。

前
述
し
た
三
つ
の
行
政
規
章
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
は
、
一
律
に
公
安
機
関
の
権
限
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
交
通
事
故
に
よ
る
紛
争
の
処
理
権
限
は
、
公
安
機
関
、
交
通
部
門
（
交
通
監
理
部
門
）、
農
業
（
農
機
）
部
）
21
（
門
な
ど
が
有
す
る

も
の
と
さ
れ
）
22
（

た
。
し
か
し
、
各
機
関
間
の
権
限
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
責
任
を
他
の
部
門
に
転
嫁
す
る
な
ど
の
不
作
為
の
問
題
が

引
き
起
こ
さ
れ
）
23
（
た
。

　
第
二
の
問
題
は
、
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
関
す
る
規
定
の
簡
略
さ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
以
上
三
つ
の
行
政
規
章
に
お
い
て
は
、
行

政
機
関
に
よ
る
交
通
事
故
の
処
理
範
囲
は
明
確
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
八
二
年
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
に
は
、
現

場
調
査
、
死
体
処
理
、
責
任
鑑
定
、
事
後
処
理
（
主
に
損
害
賠
償
）
な
ど
も
含
ま
れ
て
お
り
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
）
24
（
る
。
ま
た
、
交
通
事
故
処
理
の
具
体
的
な
手
続
が
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
実
務
上
の
処
理
に
お
け
る
行
政
機
関
の
裁
量
が
大

き
く
な
っ
た
。
実
務
に
お
い
て
は
、
事
件
処
理
の
効
率
性
よ
り
も
、
説
得
や
教
育
な
ど
の
方
法
を
通
じ
て
当
事
者
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が

重
視
さ
れ
）
25
（

た
た
め
、
処
理
の
時
間
が
無
駄
に
引
き
伸
ば
さ
れ
た
り
、
受
理
し
て
も
処
理
が
開
始
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
な
ど
の
問
題
が
生

じ
た
。
な
か
に
は
、
一
〇
年
以
上
損
害
賠
償
の
処
理
を
し
な
い
事
案
も
あ
っ
）
26
（
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
規
則
に
お
い
て
は
、「
暫
定
規

則
」
と
異
な
り
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
一
切
言
及
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
実
務
上
の

処
理
は
、
主
に
行
政
機
関
の
行
政
権
限
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
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2　

実
務
上
の
運
用

　
こ
の
時
期
の
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
法
令
上
の
問
題
に
加
え
て
、
実
務
上
も
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い

た
。

　
⑴
　
損
害
賠
償
義
務
者
と
賠
償
の
範
囲

　
ま
ず
、
損
害
賠
償
の
主
体
に
つ
い
て
、
計
画
経
済
制
度
の
も
と
で
は
個
人
が
自
動
車
を
有
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
自
動
車
は
個
人
の
所

属
す
る
単
位
ま
た
は
集
団
の
所
有
物
で
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
は
、
理
論
上
は
、
個
人
で
は
な
く
、
個

人
の
所
属
す
る
単
位
ま
た
は
自
動
車
を
所
有
す
る
単
位
が
負
う
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
）
27
（

た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
純
粋
に
運
転
手
本

人
の
過
失
が
損
害
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
運
転
手
本
人
が
責
任
を
負
い
、
運
転
手
本
人
に
賠
償
能
力
が
な
い
場
合
に
は
、

自
動
車
の
所
有
者
が
賠
償
の
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
は
、
所
有
者
か
ら
運
転
手
本
人
に
求
償
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
）
28
（
た
。
さ
ら
に
、
一
九
八
〇
年
代
の
改
革
開
放
以
降
、
経
済
発
展
と
と
も
に
自
動
車
の
数
が
増
え
、
そ
れ
に
伴
っ
て
私
有
車
の
数

も
増
加
し
た
た
め
、
私
有
車
の
場
合
に
は
加
害
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
が
、
賠
償
額
を
一
括
し
て
支
払
え
な
い
場
合
に
は
、
加

害
者
の
所
属
す
る
単
位
（
車
両
の
所
有
者
）
が
加
害
者
に
代
わ
っ
て
賠
償
額
を
支
払
い
、
そ
の
後
加
害
者
の
給
料
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
さ
れ
）
29
（

た
。

　
ま
た
、
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
司
法
解
）
30
（
釈
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
義
務
者
は
、
補
償
費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
項
目
と
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
の
規
定
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
実
務
上
、
各
地
の
地
方
政
府
に

具
体
的
な
算
定
基
準
を
制
定
す
る
権
限
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
。

　
⑵
　
責
任
の
鑑
定

　
当
時
、
交
通
事
故
が
発
生
し
た
後
の
責
任
の
認
定
、
行
政
処
罰
、
刑
事
事
件
へ
の
移
行
な
ど
は
、
す
べ
て
行
政
機
関
が
取
り
扱
う
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。
行
政
機
関
は
、
事
故
発
生
地
の
現
場
検
証
を
行
い
、
目
撃
者
の
証
言
を
収
集
し
、
当
事
者
の
陳
述
を
聞
き
取
り
、
各
種



法学政治学論究　第116号（2018.3）

286

の
鑑
定
お
よ
び
実
験
を
行
う
こ
と
で
、
交
通
事
故
の
責
任
の
所
在
を
鑑
定
し
た
。

　
具
体
的
な
責
任
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
化
大
革
命
以
前
は
、
責
任
の
大
き
さ
に
従
っ
て
経
済
補
償
額
（
損
害
賠
償
額
）
を
判
断

し
て
い
た
と
さ
れ
）
31
（
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
自
動
車
の
数
が
増
え
る
と
と
も
に
、
自
動
車
に
よ
る

交
通
事
故
の
件
数
も
増
加
し
）
32
（
た
。
ま
た
、
計
画
経
済
を
基
礎
と
す
る
社
会
構
造
維
持
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
個
人
は
単
位
ま
た
は
集
団
制

度
か
ら
次
第
に
解
放
さ
れ
、
権
利
、
義
務
、
責
任
な
ど
の
意
識
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
個
人
ま
た
は
そ
の
所
属
単
位
に
負
わ

せ
る
損
害
賠
償
を
い
か
に
し
て
規
範
化
・
具
体
化
す
る
か
が
急
務
と
な
っ
）
33
（
た
。
そ
こ
で
、
北
京
市
公
安
局
交
通
処
事
故
課
を
中
心
に
、

「
以
責
論
処
」（
責
任
に
よ
っ
て
処
理
す
る
）
と
い
う
理
念
が
提
案
さ
れ
、
各
地
方
に
普
及
し
）
34
（

た
。「
以
責
論
処
」
と
は
、
交
通
規
則
に
違
反

し
た
個
人
の
情
状
お
よ
び
そ
の
引
き
起
こ
さ
れ
た
結
果
の
大
小
か
ら
、
当
該
個
人
が
事
故
で
負
う
べ
き
責
任
を
前
述
の
行
政
機
）
35
（
関
が
判
断

し
、
鑑
定
し
た
責
任
の
大
き
さ
に
「
比
例
」
し
て
、
個
人
に
刑
事
罰
、
行
政
処
罰
ま
た
は
損
害
賠
償
を
負
わ
せ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
）
36
（

る
。

当
時
に
お
い
て
は
、
交
通
事
故
の
責
任
を
鑑
定
に
よ
っ
て
全
部
責
任
、
主
要
責
任
、
同
等
責
任
、
次
要
責
任
、
一
定
責
任
、
無
責
任
と
六

段
階
の
責
任
に
分
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
）
37
（
た
。
な
お
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
行
政
機
関
の
責
任
鑑
定
に
お
い
て
は
、
交
通
規

則
違
反
の
有
無
が
判
断
の
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
交
通
規
則
違
反
が
な
い
場
合
に
は
、
損
害
の
事
実
が
あ
っ
て
も
加
害
者
は
損
害
賠
償
責

任
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
以
責
論
拠
と
い
う
理
論
は
、
当
時
の
行
政
機
関
に
よ
る
処
理
の
裁
量
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
交
通
事
故
死
亡
者
数
の
減
少

に
も
役
立
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」
や
現
在
の
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
内
容
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
）
38
（

。
　
⑶
　
交
通
事
故
訴
訟
に
つ
い
て

　
前
述
の
よ
う
に
、
交
通
事
故
訴
訟
の
提
起
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
以
上
三
つ
の
行
政
規
章
に
は
明
文
規
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、

私
人
は
損
害
賠
償
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
文
化
大
革
命
以
前
に
、
最
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高
人
民
法
院
は
交
通
事
故
に
関
す
る
「
司
法
解
）
39
（
釈
」
を
い
く
つ
か
出
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
司
法
解
釈
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
私
人
の

提
起
し
た
損
害
賠
償
訴
訟
を
受
理
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
の
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
は
、
法
律
上
の
根
拠
を

欠
く
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
法
律
に
基
づ
い
て
裁
判
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
慣
習
や
国
家
お
よ
び
共
産
党
の
政
策
に
基
づ
い
て
裁
判

が
行
わ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
）
40
（
る
。
そ
の
後
、
文
化
大
革
命
の
時
期
に
は
、
司
法
機
関
が
実
質
的
に
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
裁
判
所
に
よ

る
損
害
賠
償
の
紛
争
の
解
決
も
ま
た
、
同
様
に
停
止
さ
れ
る
状
態
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
方
、
改
革
開
放
後
は
、
当
事
者
が
交
通
事
故
に
よ
り
損
害
賠
償
訴
訟
を
起
こ
し
て
も
、
裁
判
所
は
、「
民
事
訴
訟
法
（
試
行
）」
の
第

八
四
）
41
（

条
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
が
受
理
す
べ
き
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
事
件
を
受
理
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
）
42
（

た
。
以
上
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
こ
の
時
期
（
と
く
に
文
化
大
革
命
以
降
）
の
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
紛
争
は
、
主
に
行
政
機
関
に
よ
る
処
理
に
委
ね

ら
れ
て
い
）
43
（

た
。

　
⑷
　
調
停
と
裁
決

　
当
時
、
善
後
処
理
の
重
要
な
内
容
と
し
て
、「
経
済
補
償
」
と
呼
ば
れ
た
手
続
は
、
主
に
損
害
賠
償
の
処
理
を
す
る
も
の
で
あ
っ
）
44
（

た
。

す
な
わ
ち
、
行
政
機
関
は
、
交
通
事
故
の
調
査
を
経
て
、
事
故
の
状
況
と
原
因
を
調
査
し
、
責
任
の
鑑
定
を
し
た
上
で
、
調
停
の
手
続
を

行
っ
て
い
た
。
一
九
八
〇
年
代
以
前
に
お
け
る
調
停
の
内
容
と
手
続
は
、
資
料
の
欠
如
の
た
め
確
認
で
き
な
い
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降

は
、
当
事
者
間
の
和
解
が
否
定
さ
れ
、
行
政
機
関
が
職
権
に
よ
り
自
発
的
に
調
停
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
）
45
（
る
。
調
停
は
、
会
議
の
形

式
で
行
わ
れ
た
。
行
政
機
関
の
担
当
者
は
、
当
事
者
に
事
故
の
状
況
、
原
因
と
責
任
を
説
明
し
、
当
事
者
間
の
合
意
を
得
た
上
で
、
調
停

書
を
作
成
す
る
。
調
停
書
の
記
載
内
容
に
は
、
事
故
の
経
過
と
状
況
、
原
因
と
責
任
の
所
在
、
損
害
お
よ
び
そ
の
結
果
、
善
後
処
理
の
意

見
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
行
政
機
関
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
記
入
し
た
上
で
、
当
該
文
書
を
当
事
者
に
交
付
す
る
。
当
事
者
間
の
合
意
が

得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
行
政
機
関
は
、
裁
決
で
経
済
補
償
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
事
者
は
裁
決
に
不
服
が
あ
る
場
合
、
裁
決
書

を
受
け
取
っ
た
後
に
上
級
管
理
機
関
に
不
服
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
不
服
申
立
て
に
関
す
る
具
体
的
な
手
続
は
各
地
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方
の
規
定
に
よ
っ
て
異
な
る
。

　
し
か
し
、
以
上
の
行
政
機
関
に
よ
る
調
停
書
や
裁
決
の
効
力
に
関
し
て
は
、
法
律
上
の
根
拠
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
当
事
者
が
損

害
賠
償
義
務
を
任
意
に
履
行
し
な
い
場
合
に
強
制
執
行
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
実
務
で
は
、
行
政
機
関
が
強
制
執
行
の

権
限
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
当
事
者
が
義
務
を
任
意
で
履
行
し
な
い
場
合
に
は
実
効
的
な
手
段
に
欠
け
る
事
案
が
多
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
公
安
機
関
の
名
誉
が
損
な
わ
れ
、
社
会
の
安
定
に
悪
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
）
46
（

る
。

　
こ
こ
ま
で
、「
暫
定
規
則
」
後
の
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ
の
時
期
の
行
政
規
章
の
規
定
に
は
、
国
の
政
策
に

追
随
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
り
、
内
容
が
簡
略
す
ぎ
た
り
、
交
通
事
故
訴
訟
の
提
起
に
つ
い
て
言
及
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
と
い
っ
た
複

数
の
問
題
が
存
在
し
た
。
さ
ら
に
、
実
務
で
は
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
の
紛
争
は
、
司
法
機
関
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
交
通
事
故
処
理
の
一
環
と
し
て
、
主
に
行
政
機
関
お
よ
び
行
政
手
段
に
よ
る
解
決
が
図
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
一
九
八

七
年
に
民
法
通
則
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
。

㈢ 

　「
民
法
通
則
」
の
施
行
か
ら
「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」
の
施
行
ま
で
（
一
九
八
七
年
一
月
か

ら
一
九
九
一
年
一
二
月
ま
で
）

1　
「
民
法
通
則
」
と
そ
の
内
容

　
一
九
八
七
年
の
「
民
法
通
則
」
の
施
行
に
よ
り
、
同
法
第
一
二
三
条
を
実
体
法
上
の
根
拠
と
し
て
、
私
人
は
、
交
通
事
故
を
理
由
と
す

る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
民
法
通
則
第
一
二
三
条
は
、「
高
所
、
高
圧
の
状
態

の
下
で
、
ま
た
は
燃
焼
し
や
す
い
物
、
爆
発
し
や
す
い
物
、
劇
毒
、
放
射
性
物
質
、
高
速
運
輸
用
具
な
ど
を
使
用
し
て
、
周
囲
の
環
境
に

高
度
な
危
険
を
与
え
る
作
業
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
に
損
害
を
与
え
た
場
合
、
民
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
損
害
が
被
害
者
の
故
意
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
加
害
者
は
民
事
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
規
定
し
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た
。
自
動
車
が
、
同
条
に
い
う
「
高
速
運
輸
用
具
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
が
、
多
数
説
は
、
自
動

車
を
高
速
運
輸
用
具
と
し
て
認
め
て
お
り
、
こ
の
見
解
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
）
47
（

る
。
な
お
、
民
法
通
則
第
一
二
三
条
は
、
無
過
失
責
任
原
則

を
採
用
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
。

　
民
法
通
則
は
、
責
任
主
体
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
一
方
、
損
害
賠
償
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
民
法
通
則
第
一
一
九

条
に
よ
り
、
医
療
費
、
休
業
補
償
費
、
身
障
者
の
生
活
補
助
費
、
葬
儀
費
、
死
亡
者
が
生
前
に
扶
養
し
て
い
た
者
が
必
要
と
す
る
生
活
費

な
ど
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

2　
「
道
路
交
通
管
理
条
例
」
の
公
布

　
第
二
節
に
お
い
て
前
述
し
た
三
つ
の
行
政
規
章
は
、
一
九
八
七
年
以
降
、
国
務
院
の
命
令
、
行
政
法
規
、
行
政
法
規
解
釈
に
よ
り
随
時

失
効
す
る
こ
と
と
な
っ
）
48
（
た
。
そ
の
後
、
交
通
規
則
の
規
定
は
、
一
九
八
八
年
に
国
務
院
が
公
布
し
た
「
道
路
交
通
管
理
条
例
」
に
準
ず
る

こ
と
に
な
っ
た
。
同
条
例
に
は
、
交
通
規
則
の
違
反
に
関
す
る
行
政
処
罰
が
規
定
さ
れ
た
が
、
交
通
事
故
に
関
す
る
規
定
は
別
に
制
定
す

る
も
の
と
さ
れ
た
。

3　

手
続
の
構
想

　
こ
の
よ
う
に
、
民
法
通
則
第
一
二
三
条
を
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
は
交
通
事
故
に
関
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
審
判
権
を
有
す
る
と

解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
）
49
（

た
。
し
か
し
、
実
務
上
は
、
依
然
と
し
て
公
安
交
通
管
理
機
関
に
責
任
の
鑑
定
権
限
、
調
停
ま
た
は
損
害
賠
償
を

命
じ
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
公
安
機
関
の
処
理
と
裁
判
所
の
審
判
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
べ
き
か
と
い

う
問
題
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
、
司
法
機
関
の
判
断
に
委
ね
る
か
、
ま
た
は
、
従
来
の
慣
習
を
維
持
し

た
ま
ま
、
行
政
機
関
の
処
理
の
み
に
委
ね
る
か
が
議
論
さ
れ
た
。
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当
時
の
議
論
に
お
い
て
は
、
公
安
交
通
管
理
機
関
の
作
成
し
た
調
停
書
と
裁
決
書
に
対
し
て
、
当
事
者
は
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
が
あ

る
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
安
交
通
管
理
機
関
は
行
政
処
罰
権
限
の
み
を
有
し
、
損
害
賠
償
の
問
題
は
裁
判
所
に
よ
る
解
決
に

委
ね
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
者
の
見
解
に
対
し
て
は
、
当
事
者
の
提
起
し
た
訴
訟
が
民
事
訴
訟
で
あ
る
か
行
政
訴
訟
で

あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
ま
た
、
公
安
機
関
の
訴
訟
上
の
地
位
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
っ
）
50
（
た
。
他
方
、

後
者
の
見
解
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
実
務
上
の
運
用
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件
が
裁
判
所
の
負
担

に
な
る
と
、
既
に
負
担
過
重
に
あ
る
裁
判
所
が
機
能
停
止
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
）
51
（
た
。

　
一
方
、
前
述
し
た
強
制
執
行
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
解
決
不
能
を
痛
感
し
て
い
た
公
安
交
通
管
理
機
関
か
ら
は
、
従
来
の
調
停
制

度
を
批
判
し
た
上
で
、
民
事
訴
訟
と
行
政
訴
訟
（
い
わ
ゆ
る
司
法
判
断
）
を
否
定
し
、
行
政
裁
決
の
み
で
損
害
賠
償
を
処
理
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
考
え
方
が
提
案
さ
れ
）
52
（

た
。
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
の
処
理
に
関
し
て
は
、
調
停
に
よ
る
解
決
は
否
定
さ
れ
、
交
通

管
理
機
関
の
裁
決
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
公
安
交
通
管
理
機
関
は
、
強
制
執
行
通
知
書
に
よ
り
、
被
害
者

に
金
銭
を
引
き
渡
す
こ
と
を
、
損
害
賠
償
義
務
者
で
あ
る
単
位
の
取
引
銀
行
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
損
害
賠
償
義
務
者
が
単
位
に
所

属
し
な
い
場
合
に
は
、
公
安
交
通
管
理
機
関
は
、「
治
安
管
理
処
罰
条
例
」
に
基
づ
き
、
当
該
義
務
者
の
自
動
車
な
ど
を
差
し
押
え
る
も

の
と
さ
れ
た
。

　
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
強
制
執
行
に
よ
る
問
題
の
解
決
に
有
意
義
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
民
法
通
則
な
ど
の
民
事
私
法

が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
利
、
義
務
、
民
事
責
任
な
ど
の
概
念
が
明
確
と
な
り
、
損
害
賠
償
責
任
の
法
的
性
質
が
民
事
責
任
で
あ

る
こ
と
が
確
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
急
激
な
変
化
に
伴
い
、
社
会
が
複
雑
化
し
、
個
人
の
権
利
意
識
も
高
揚
し
た
。
こ

う
し
た
社
会
状
況
に
照
ら
せ
ば
、
公
安
機
関
が
従
来
の
慣
習
を
維
持
し
、
さ
ら
に
行
政
権
の
強
化
に
よ
り
裁
決
を
強
行
す
る
と
い
う
本
提

案
は
、
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
、
後
述
し
た
よ
う
に
「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」
で
否
定
さ
れ
た
。
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㈣
　「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」
施
行
以
降
（
一
九
九
二
年
一
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
四
月
ま
で
）

1　
「
弁
法
」
の
公
布

　
一
九
九
二
年
一
月
に
、「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」（
以
下
、「
弁
法
」
と
い
う
）
が
国
務
院
に
よ
り
施
行
さ
れ
た
。
弁
法
は
、
従
前
の

道
路
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
経
験
を
総
結
し
、
事
故
原
因
の
調
査
、
責
任
の
認
定
、
賠
償
項
目
、
処
罰
、
紛
争
解
決
な
ど
に
つ
い
て
詳
細

に
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
行
政
法
規
で
は
あ
る
も
の
の
、
あ
た
か
も
日
本
の
自
賠
法
、
民
法
、
刑
法
、
道
交
法
を
寄
せ
集
め
た
交
通
事

故
に
つ
い
て
の
総
合
法
規
の
感
が
あ
）
53
（
る
。
さ
ら
に
、
弁
法
は
、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
以
来
、
は
じ
め
て
「
道
路
交
通
事
故
」
を

定
義
し
、
そ
の
紛
争
解
決
手
続
を
具
体
的
に
規
定
し
た
行
政
法
規
で
あ
り
、
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
の
歴
史
に
お
い
て
、

重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
弁
法
の
目
的
は
、
従
来
の
行
政
規
章
と
同
様
に
、
道
路
交
通
管
理
を
強
化
し
、
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
交
通
の
安
全
と
円

滑
化
を
図
り
、
現
代
的
な
社
会
主
義
構
築
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
に
あ
る
（
弁
法
第
一
条
）。
こ
こ
か
ら
、
改
革
開
放
初
期
に
お
い
て
は
、

従
来
の
法
制
思
想
が
維
持
さ
れ
、
社
会
管
理
を
重
視
し
、
社
会
の
安
定
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

2　

実
体
法
上
の
変
化

　
⑴
　
帰
責
原
則
上
の
論
争

　
弁
法
に
は
、
加
害
者
が
責
任
を
負
う
場
合
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
帰
責
原
則
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
が
、
弁
法
の
立
案
者

で
あ
る
国
務
院
法
政
局
政
法
司
お
よ
び
公
安
部
交
通
管
理
局
が
作
成
し
た
注
釈
書
で
は
、
過
失
責
任
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ

て
い
）
54
（

た
。
さ
ら
に
、
弁
法
第
四
四
）
55
（

条
に
お
い
て
は
、「
自
動
車
と
非
自
動
車
な
い
し
歩
行
者
の
間
に
交
通
事
故
が
発
生
し
、
死
亡
ま
た
は

重
傷
を
負
っ
た
場
合
、
自
動
車
側
は
、
過
失
が
な
く
て
も
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
経
済
損
失
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
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れ
て
い
た
た
め
、
原
則
と
し
て
、
過
失
責
任
の
原
則
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
例
外
的
に
、
無
過
失
責
任
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
解
し

た
裁
判
例
も
あ
っ
）
56
（

た
。
し
か
し
、
弁
法
が
過
失
責
任
原
則
を
採
用
し
た
と
解
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
民
法
通
則
の
規
定
す
る
無
過
失
責

任
原
則
と
抵
触
す
る
と
し
て
批
判
す
る
見
解
も
見
ら
れ
）
57
（
た
。

　
⑵
　
責
任
主
体
と
損
害
賠
償
の
範
囲

　
責
任
主
体
に
つ
い
て
、
弁
法
に
は
、
日
本
の
よ
う
な
「
運
行
供
用
者
」
の
概
念
は
存
在
し
な
い
が
、
弁
法
の
第
三
一
条
に
お
い
て
は
、

「
交
通
事
故
責
任
者
」
を
原
則
的
な
責
任
主
体
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
交
通
事
故
責
任
者
は
、
交
通
事
故
に
よ
る

損
害
に
対
し
て
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
自
動
車
運
転
手
に
一
時
的
に
賠
償
能
力
が
な
い
場
合
、

そ
の
運
転
手
の
所
属
す
る
単
位
ま
た
は
自
動
車
の
所
有
者
が
立
て
替
え
る
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
運
転
手
が
執
務
中
に
事
故

を
起
こ
し
て
損
害
を
負
う
場
合
は
、
そ
の
運
転
手
の
所
属
単
位
ま
た
は
自
動
車
の
所
有
者
が
賠
償
責
任
を
負
う
。
運
転
手
の
所
属
単
位
ま

た
は
自
動
車
の
所
有
者
は
、
損
害
を
賠
償
し
た
後
、
運
転
手
に
一
部
ま
た
は
全
部
の
費
用
を
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
は
、
従
来
の
実
務
の
運
用
を
維
持
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
務
上
、
最
高
人
民
法
院
が
作
成
し
た
三

つ
の
司
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
①
事
故
車
両
が
盗
難
車
で
あ
っ
た
場
合
、
②
事
故
車
両
が
転
々
譲
渡
さ
れ
た
が
移
転
登
記
が
な
さ
れ
て
い

な
い
場
合
、
③
所
有
権
留
保
付
き
自
動
車
割
賦
販
売
で
買
主
が
自
己
の
名
義
で
貨
物
輸
送
業
を
し
て
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
に
関
し
て
、

責
任
主
体
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
）
58
（
る
。
い
ず
れ
の
司
法
解
釈
に
お
い
て
も
、
運
行
支
配
と
運
行
利
益
（
い
わ
ゆ
る
二
元
説
）
と
い
う
日

本
法
上
の
理
論
が
採
用
さ
れ
て
い
）
59
（

た
。

　
一
方
、
損
害
賠
償
の
範
囲
に
つ
い
て
、
弁
法
の
第
三
七
条
は
、
民
法
通
則
の
規
定
よ
り
も
賠
償
の
範
囲
を
拡
充
し
た
。
具
体
的
に
は
、

医
療
費
、
休
業
補
償
費
、
入
院
食
事
補
助
費
、
看
護
費
、
身
障
者
生
活
補
助
費
、
身
障
者
用
具
費
、
死
亡
補
助
費
、
被
扶
養
者
の
生
活
費
、

交
通
費
、
宿
泊
費
お
よ
び
直
接
的
な
財
産
損
害
が
賠
償
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
す
る
。
そ
の
後
、「
関
于
確
定
民
事
侵
権
精
神
損
害
賠
償
責

任
若
干
問
題
的
解
）
60
（
釈
」
と
「
関
于
審
理
人
身
損
害
賠
償
案
件
適
用
法
律
若
干
問
題
的
解
）
61
（
釈
」
の
公
布
に
よ
り
、
精
神
的
な
損
害
に
つ
い
て
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も
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
整
顔
費
、
栄
養
費
、
機
能
回
復
訓
練
費
、
機
能
回
復
訓
練
介
護
費
、
後
続
治
療
費
な
ど

の
項
目
が
設
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
各
項
目
の
算
定
基
準
も
見
直
さ
れ
、
損
害
賠
償
額
は
大
幅
に
増
額
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
死
亡
補
償
費

の
性
質
に
関
し
て
は
、
精
神
的
な
損
害
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
明
確
な
規
定

が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
審
理
の
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。

3　

手
続
法
上
の
変
化

　
⑴
　
交
通
事
故
責
任
と
交
通
事
故
責
任
認
定
書
の
確
立

　
弁
法
第
三
五
条
に
は
、「
交
通
事
故
の
責
任
者
は
、
自
ら
が
負
う
べ
き
交
通
事
故
責
任
に
基
づ
き
、
相
応
の
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
」

（
い
わ
ゆ
る
「
以
責
論
処
」
で
あ
る
）
と
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
前
述
し
た
弁
法
の
注
釈
書
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
交
通
事
故
責

任
」
と
は
、
司
法
機
関
に
よ
る
判
断
で
は
な
く
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
、
交
通
事
故
の
処
理
中
に
形
成
さ
れ
た
判
断
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
公
安
機
関
が
、
交
通
事
故
の
原
因
を
究
明
し
た
後
、
道
路
交
通
管
理
の
法
規
と
規
章
に
従
い
、
当
事
者
の
行
為
が
規
則
に
違

反
す
る
も
の
で
あ
る
か
（
交
通
事
故
責
任
を
負
う
べ
き
か
ど
う
か
）、
責
任
の
割
合
（
過
失
割
合
）
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
判
断
し

た
結
果
、「
認
定
」
さ
れ
る
責
任
を
い
う
。
同
書
で
は
、
従
来
の
「
鑑
定
」
か
ら
「
認
定
」
へ
の
変
更
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
定
の
対
象
は
具
体
的
な
物
質
で
あ
る
が
、
認
定
の
対
象
は
具
体
的
な
物
質
と
抽
象
的
な
関
係
で
あ
る
。

交
通
事
故
責
任
は
抽
象
的
な
責
任
で
あ
り
、
交
通
事
故
と
当
事
者
間
の
関
係
性
を
反
映
す
る
概
念
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
認
定
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
交
通
事
故
責
任
は
、
実
際
上
公
安
交
通
管
理
機
関
の
交
通
事
故

責
任
と
過
失
相
殺
に
対
す
る
判
断
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
交
通
事
故
責
任
は
、
全
部
責
任
、
主
要
責
任
、
同
等
責
任
、
次
要

責
任
に
分
か
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
交
通
事
故
責
任
認
定
書
と
い
う
制
度
も
確
立
さ
れ
た
。
交
通
事
故
責
任
認
定
書
と
は
、
交
通
事
故
発
生
後
、
公
安
交
通
管
理
機
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関
が
作
成
す
る
文
書
の
こ
と
で
、
交
通
事
故
責
任
の
認
定
、
因
果
関
）
62
（
係
、
損
害
賠
償
に
関
す
る
内
容
が
記
載
さ
れ
、
加
害
者
と
被
害
者
の

間
に
拘
束
力
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
認
定
書
で
は
、
民
事
・
刑
事
を
問
わ
ず
、
そ
の
事
故
に
お
け
る
全
体
と
し
て
の
責
任
（
い
わ
ゆ
る

「
交
通
事
故
責
任
」）
が
判
定
さ
れ
る
た
め
、
認
定
書
に
お
け
る
記
載
は
、
交
通
事
故
の
当
事
者
が
負
う
べ
き
刑
事
責
任
、
行
政
責
任
、
民

事
責
任
と
密
接
な
関
連
を
有
す
）
63
（
る
。
そ
の
た
め
、
訴
訟
実
務
で
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
は
、「
交
通
事
故
責
任
認
定

書
」
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
認
定
書
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
弁
法
に
は
明
確
な
規
定
が
な
く
、
条
文
の
注
釈
書
に
お
い
て
も
言
及
が
な
か
っ
た
。
こ

の
点
、
一
方
で
、
一
九
九
二
年
に
公
布
さ
れ
た
最
高
人
民
法
院
と
公
安
部
の
「
交
通
事
故
案
件
の
処
理
に
関
す
る
諸
問
題
の
通
）
64
（

知
」
に
は
、

「
交
通
事
故
の
被
害
者
が
損
害
賠
償
請
求
の
た
め
に
民
事
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
が
、
審
理
の
結
果
、
公
安
機
関
が

認
定
し
た
責
任
や
後
遺
症
障
害
等
級
を
不
当
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
採
用
せ
ず
、
裁
判
所
は
、
み
ず
か
ら
が
審
理
し
て
認
定
し
た
事

実
を
証
拠
と
す
る
も
の
と
す
る
」
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
の
説
明
は
、
交
通
事
故
責
任
認
定
書
は
証
拠
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を

前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
、
前
述
の
と
お
り
、
弁
法
第
三
五
条
に
お
い
て
は
、「
交
通
事
故
責
任
」
を
認
定
す
る
機
関
は
公

安
交
通
管
理
機
関
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
裁
判
所
は
、
責
任
の
認
定
判
断
お
よ
び
損
害
賠
償
額
の
算
定
を
、
公
安
交
通
管
理
機
関

が
作
成
し
た
交
通
事
故
責
任
認
定
書
に
基
づ
い
て
行
う
と
す
る
解
釈
が
導
か
れ
た
。

　
実
務
で
は
、
後
者
の
弁
法
第
三
五
条
の
解
釈
に
し
た
が
っ
た
運
用
が
通
例
と
な
り
、
認
定
書
に
著
し
い
誤
り
が
な
い
限
り
、
認
定
書
の

内
容
と
判
決
の
結
果
に
ほ
ぼ
相
違
は
な
い
と
の
指
摘
も
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
）
65
（

た
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
機
関
が
作
成
し
た
認
定
書
は
、
事

実
上
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
強
い
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
交
通
事
故
責
任
認
定
書
に
お
い
て
は
、
刑
事
責
任
、

民
事
責
任
、
行
政
責
任
の
区
別
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
規
則
違
反
か
ら
交
通
事
故
責
任
を
判
断
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
損
害
賠
償
の
面

か
ら
み
る
と
、
被
害
者
の
保
護
に
は
妥
当
で
は
な
い
。
む
し
ろ
社
会
安
定
性
の
維
持
の
た
め
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

　
⑵
　
裁
決
の
否
定
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弁
法
の
立
法
段
階
で
は
、
公
安
機
関
に
よ
る
調
停
で
は
な
く
裁
決
に
よ
っ
て
、
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償
を
処
理
す
べ
き
だ
と
す
る

意
見
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
当
事
者
が
調
停
内
容
を
履
行
し
な
い
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
は
、
損
害
賠
償
の
性
質
が

民
事
紛
争
に
属
す
る
こ
と
か
ら
、
公
安
機
関
が
裁
決
を
強
行
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
。「
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
」

の
公
布
に
よ
り
、
事
実
上
、
裁
決
に
よ
る
紛
争
解
決
の
可
能
性
は
全
面
的
に
否
定
さ
れ
）
66
（
た
。

　
⑶
　
民
事
訴
訟
の
提
起
と
調
停
前
置
制
度
の
確
立

　
一
方
、
弁
法
で
は
、
民
事
訴
訟
の
提
起
に
関
す
る
規
定
が
明
文
化
さ
れ
た
。
弁
法
第
三
四
条
に
よ
れ
ば
、
調
停
合
意
が
得
ら
れ
な
い
場

合
、
ま
た
は
調
停
書
が
発
効
し
た
後
、
当
事
者
の
一
方
が
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合
、
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
規
定

は
、
前
述
し
た
「
暫
定
規
定
」
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り
、
当
事
者
の
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
制
約
し
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
民
法
通
則
が
制
定
前
の
制
度
と
比
べ
る
と
、
損
害
賠
償
責
任
の
判
断
を
司
法
機
関
に
委
ね
る
と
し
た
の
は
、
た
し

か
に
一
歩
前
進
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
調
停
書
や
裁
決
書
に
定
め
ら
れ
た
義
務
が
不
履
行
の
場
合
、
行
政
機
関
は
強
制
執

行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
た
め
に
、
行
政
機
関
と
司
法
機
関
と
の
間
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
、
司
法
機
関
に
委

ね
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
被
害
者
の
権
利
の
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
公
安
機
関
の
裁
決
を
否
定
す
る
一
方
で
、
弁
法
は
、
公
安
交
通
管
理
機
関
に
よ
る
調
停
制
度
を
維
持
し
た
。
ま
た
、
従
来
の

慣
習
と
同
様
に
、
調
停
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
公
安
交
通
管
理
機
関
の
職
権
に
よ
り
開
始
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、「
交
通
事
故
案
件
の
処
理
に
関
す
る
諸
問
題
の
通
知
」
に
よ
れ
ば
、
道
路
交
通
事
故
に
起
因
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
よ

う
と
す
る
当
事
者
は
、
訴
状
と
は
別
に
、
公
安
局
の
作
成
し
た
調
停
書
・
調
停
不
成
立
書
、
ま
た
は
、
事
故
が
ど
ち
ら
の
当
事
者
の
違
反

に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
旨
の
顚
末
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
行
政
調
停
前
置
制
度
）。
当
該
制
度
に

つ
い
て
、
実
務
は
調
停
前
置
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
反
対
す
る
声
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
調
停
前
置
を
肯
定
す
る
理
由
は
、
弁

法
第
三
〇
条
に
「
公
安
機
関
は
、
当
事
者
と
関
係
者
を
召
集
し
て
損
害
賠
償
の
調
停
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
が
あ
り
、
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公
安
機
関
が
専
門
知
識
を
有
し
、
紛
争
の
迅
速
な
解
決
に
よ
る
訴
訟
経
済
に
資
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
）
67
（
た
、
ま
た
、
前
述
し
た
弁
法
の

注
釈
書
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
調
停
前
置
は
、
従
来
の
交
通
事
故
処
理
の
慣
習
と
裁
判
所
の
案
件
受
理
能
力
の
現
状
に
よ
る
と
さ
れ
た
。
一

方
、
反
対
す
る
理
由
は
、
当
該
制
度
が
民
事
訴
訟
法
の
基
本
的
精
神
（
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
）
に
反
し
て
当
事
者
の
権
利
保
護
を
害
す
る

こ
と
、
ま
た
、
適
時
・
迅
速
な
紛
争
解
決
に
と
っ
て
も
不
利
益
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
）
68
（
た
。

　
こ
こ
ま
で
、
弁
法
制
定
後
の
実
体
法
上
の
規
定
と
手
続
法
上
の
規
定
の
変
更
に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
最
も
顕

著
な
変
化
は
、
従
来
の
行
政
権
に
よ
る
損
害
賠
償
紛
争
の
処
理
か
ら
司
法
機
関
の
判
断
へ
と
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
行
政

機
関
の
手
続
に
も
具
体
的
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
裁
量
性
が
部
分
的
に
克
服
さ
れ
、
処
理
の
規
範
化
も
あ
る
程
度

は
進
ん
だ
。
た
だ
し
、
弁
法
は
、
新
し
い
制
度
の
設
立
よ
り
も
、
従
来
の
経
験
の
総
括
と
確
立
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
運

用
上
の
問
題
を
修
正
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
行
政
法
規
で
あ
る
弁
法
は
、
公
法
と
私
法
を
区
別
せ
ず
、
公
法
の
性
質
を
有
す
る
規
範

と
私
法
の
性
質
を
有
す
る
規
範
を
合
わ
せ
て
規
定
す
る
と
い
う
従
来
の
伝
）
69
（
統
を
維
持
し
て
お
り
、
交
通
事
故
紛
争
の
処
理
を
行
政
権
に
委

ね
る
傾
向
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
な
変
化
は
な
か
っ
た
。

㈤
　「
道
路
交
通
安
全

）
70
（法
」
施
行
以
降
（
二
〇
〇
四
年
五
月
か
ら
現
在
）

1　
「
道
路
交
通
安
全
法
」
な
ど
法
律
の
施
行

　
以
上
の
よ
う
な
行
政
化
し
た
制
度
は
、
被
害
者
保
護
や
裁
判
所
の
裁
量
権
の
観
点
か
ら
み
て
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
二
〇
〇
四
年

に
は
、「
道
路
交
通
安
全
法
」（
以
下
、「
道
交
法
」
と
い
う
）
お
よ
び
そ
の
実
施
細
則
で
あ
る
「
道
路
交
通
安
全
法
実
施
条
）
71
（

例
」
が
施
行
さ

れ
た
。
弁
法
と
は
異
な
り
、
道
交
法
の
目
的
に
は
、
人
身
の
安
全
、
市
民
、
法
人
お
よ
び
そ
の
他
の
組
織
の
財
産
な
ら
び
に
そ
の
他
の
法

益
の
保
護
が
含
ま
れ
る
（
同
法
第
一
条
）。

　
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
に
は
、「
侵
権
責
任
法
」（
日
本
の
不
法
行
為
法
に
相
当
す
る
）
が
公
布
さ
れ
た
。
同
法
の
目
的
は
、
民
事
主
体
の
適
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法
な
権
益
を
保
護
し
、
権
利
侵
害
責
任
を
明
確
に
し
、
権
利
侵
害
行
為
を
予
防
し
、
か
つ
、
制
裁
し
、
社
会
の
和
諧
・
安
定
を
促
進
す
る

こ
と
で
あ
る
（
同
法
第
一
条
）。
同
法
は
、
自
動
車
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
す
る
実
体
法
上
の
規
定
を
設
け
て
お
り
、
第
六
章
で

は
、
五
つ
の
事
故
類
型
に
つ
い
て
、
責
任
主
体
の
範
囲
を
具
体
的
に
定
め
て
い
）
72
（
る
。
ま
た
、
同
法
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
制
度
を
導
入
す

る
（
同
法
第
四
七
条
）
ほ
か
、
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
救
済
方
法
を
幅
広
く
規
定
（
同
法
第
一
五
条
）
し
、
精
神
的
損
害
賠
償
を
明
記

（
同
法
第
二
二
条
）
す
る
な
ど
、
個
人
の
権
利
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
厚
く
保
護
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
に
は
、「
道
路
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件
の
審
理
に
あ
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
律
に
関
す
る
若
干
の
問
題
の
解

釈
」（
以
下
、「
交
通
事
故
損
害
賠
償
司
法
解
釈
」
と
い
）
73
（

う
）
が
施
行
さ
れ
た
。
同
司
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
責
任
主
体
の
範
囲
お
よ
び
損
害
賠

償
の
範
囲
に
関
す
る
実
体
法
上
の
問
題
と
、
訴
訟
手
続
に
関
す
る
訴
訟
法
上
の
問
題
の
両
方
に
つ
い
て
、
従
来
よ
り
も
明
確
な
判
断
基
準

が
設
け
ら
れ
た
。

2　

実
体
法
上
の
変
化

　
⑴
　
帰
責
原
則

　
前
述
の
よ
う
に
、
現
在
、
交
通
事
故
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
た
実
体
法
上
の
規
定
と
し
て
、
道
交
法
と
侵
権
責
任
法
が
存

在
す
る
。
も
っ
と
も
、
侵
権
責
任
法
の
第
六
章
で
は
、「
自
動
車
が
交
通
事
故
を
起
こ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
道

路
交
通
安
全
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
賠
償
責
任
を
負
う
」（
侵
権
責
任
法
第
四
八
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
交
通
事
故
に
お

け
る
民
事
損
害
賠
償
責
任
を
定
め
た
主
要
な
規
定
は
、
道
交
法
第
七
六
）
74
（

条
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
以
前
の
道
交
法
の
帰
責
原
則
は
、

自
動
車
間
で
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
過
失
責
任
原
則
を
採
用
し
、
自
動
車
と
非
自
動
車
ま
た
は
歩
行
者
と
の
間
に
交
通
事
故
が
発

生
し
た
場
合
は
無
過
失
責
任
原
則
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
に
改
正
さ
れ
た
道
交
法
に
お
い
て
は
、
前
者
に

つ
い
て
は
過
失
責
任
を
維
持
す
る
一
方
、
後
者
に
つ
い
て
は
主
に
過
失
推
定
原
則
と
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
無
過
失
責
任
原
）
75
（

則
を
採
用
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し
た
。
ま
た
、
条
文
の
文
言
が
「
責
任
」
か
ら
「
賠
償
責
任
」
に
変
更
さ
れ
、
自
動
車
と
非
自
動
車
ま
た
は
歩
行
者
と
の
間
の
交
通
事
故

に
関
し
て
は
過
失
相
殺
の
規
定
も
置
か
れ
た
。
前
述
の
帰
責
原
則
は
、
多
元
的
帰
責
原
則
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
法
と
は
異
な

る
中
国
に
固
有
の
原
則
で
あ
る
。

　
⑵
　
責
任
主
体
と
賠
償
範
囲

　
道
交
法
で
は
、
責
任
主
体
に
関
し
て
、
は
じ
め
て
「
一
方
の
自
動
車
側
」﹇
原
語
は
「
機
動
車
一
方
」：
筆
者
注
﹈
と
い
う
法
律
用
語
が
使

わ
れ
た
。
し
か
し
、
当
該
用
語
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
責
任
主
体
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
法
令
・
学
説
上
明
確
な
定
義
が
存
在
し
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
、
中
国
で
は
、
法
令
や
司
法
解
釈
に
個
別
的
な
規
定
を
置
く
こ
と
で
、
責
任
主
体
の
範
囲
を
特
定
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

侵
権
責
任
法
は
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
と
し
て
、
五
類
型
を
規
定
し
、「
交
通
事
故
損
害
賠
償
司
法
解

釈
」
は
、
一
三
類
型
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
個
別
に
規
定
す
る
方
法
で
は
、
全
て
の
「
一
方
の
自
動
車
側
」
を
包
含

す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
交
通
事
故
が
多
発
す
る
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
様
々
な
新
し
い
事
情
が
発
生
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
事
前

に
す
べ
て
予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
法
令
・
司
法
解
釈
に
規
定
が
存
在
し
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
ど

の
よ
う
な
基
準
で
判
断
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
学
説
は
、
日
本
の
理
論
を
参
考
に
し
つ
つ
、
原
則
と
し
て
自

動
車
の
運
行
支
配
と
運
行
利
益
を
享
有
す
る
者
に
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
見
解
（
い
わ
ゆ
る
二
元
説
）
を
採
用
し
て
き
た
。
立
法
者
の
示

し
た
解
釈
に
お
い
て
も
、
二
元
説
を
基
準
と
し
つ
つ
、
具
体
的
な
事
例
ご
と
に
、
交
通
事
故
の
責
任
主
体
を
確
定
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
）
76
（

。
具
体
的
に
は
、
車
両
の
所
有
者
ま
た
は
管
理
者
が
こ
れ
に
当
た
り
、
そ
の
態
様
と
し
て
、
借
用
、
譲
渡
、
貸
与
な
ど
他
人
所
有
の
車

両
を
使
用
し
て
事
故
を
発
生
さ
せ
た
場
合
が
あ
）
77
（

る
。

　
な
お
、
賠
償
範
囲
に
つ
い
て
、「
交
通
事
故
損
害
賠
償
司
法
解
釈
」
に
よ
れ
ば
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
発
生
し
た
損
害
に
は
、
人
的
損

害
と
財
産
的
損
害
が
含
ま
れ
る
。
人
的
損
害
と
は
、
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
被
害
者
の
生
命
や
身
体
な
ど
の
人

身
上
の
利
益
に
生
じ
た
損
害
を
い
い
、
侵
権
責
任
法
第
一
六
）
78
（
条
と
第
二
二
）
79
（
条
が
規
定
す
る
各
種
の
損
害
を
含
む
。
他
方
、
財
産
的
損
害
と
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は
、
自
動
車
に
よ
る
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
、
被
害
者
の
財
産
上
の
利
益
に
生
じ
た
損
害
を
い
）
80
（
う
。

3　

手
続
上
の
変
化

　
⑴
　
交
通
事
故
責
任
認
定
書
か
ら
交
通
事
故
認
定
書
へ

　
前
述
し
た
「
交
通
事
故
責
任
認
定
書
」
は
、「
交
通
事
故
認
定
書
」
に
名
称
が
変
更
さ
れ
、
証
拠
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
道
交
法
に

明
記
さ
れ
た
。
し
か
し
、
交
通
事
故
認
定
書
の
性
質
に
つ
い
て
、
具
体
的
行
政
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
、
ま
た
、
認
定
書
の
判
断
の
是

正
を
求
め
て
行
政
訴
訟
を
提
起
で
き
る
か
否
か
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
。
実
務
の
対
応
は
分
か
れ
て
お
り
、
当
事
者
が
行
政
訴
訟
を
提
起

し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
受
理
し
た
裁
判
所
も
あ
れ
ば
、
受
理
し
な
か
っ
た
裁
判
所
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
法
律
を
全
国
的
に
統
一

し
て
適
用
す
る
た
め
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
法
制
工
作
委
員
会
は
、「
交
通
事
故
責
任
認
定
行
為
が
具
体
的
な
行
政
行
為
で

あ
る
か
、
ま
た
行
政
訴
訟
の
受
理
範
囲
に
属
す
る
か
に
関
す
る
意
見
」（
二
〇
〇
五
年
）
を
発
表
し
た
。
同
意
見
に
お
い
て
は
、「
道
路
交

通
安
全
法
第
七
三
条
に
基
づ
く
交
通
公
安
管
理
機
関
の
作
成
し
た
交
通
事
故
認
定
書
は
、
交
通
事
故
事
件
を
解
決
す
る
た
め
の
証
拠
と
し

て
取
り
扱
う
。
し
た
が
っ
て
、
交
通
事
故
責
任
認
定
は
具
体
的
な
行
政
行
為
で
は
な
く
、
こ
れ
を
も
っ
て
裁
判
所
に
行
政
訴
訟
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
交
通
事
故
認
定
書
に
関
連
す
る
民
事
賠
償
に
不
服
が
あ
る
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
全
人
代
は
、
交
通
事
故
認
定
書
は
単
な
る
証
拠
に
す
ぎ
ず
、
認
定
書
に
お
け
る
行
政
機
関
の
判

断
を
争
う
た
め
に
行
政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
当
該
意
見
に
は
、
法
的
拘
束
力
が
認
め

ら
れ
な
い
た
め
、
実
務
は
依
然
と
し
て
混
乱
し
て
い
る
状
況
に
あ
）
81
（

る
。

　
⑵
　
調
停
前
置
制
度
の
廃
止
と
紛
争
の
自
己
解
決

　
さ
ら
に
、
道
交
法
の
施
行
と
同
時
に
、
行
政
調
停
前
置
制
度
も
事
実
上
廃
止
さ
れ
）
82
（

た
。
そ
の
理
由
は
、
調
停
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
る

手
続
で
あ
り
、
公
安
交
通
管
理
機
関
の
職
権
に
よ
る
手
続
で
は
な
い
か
ら
で
あ
）
83
（
る
。
立
法
者
は
、
行
政
調
停
制
度
を
当
事
者
の
合
意
に
よ
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る
紛
争
解
決
方
式
の
一
つ
と
位
置
付
け
、
行
政
機
関
の
職
権
を
排
除
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
人
身
傷
害
を
伴
わ
な
い
交
通
事
故
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
事
者
双
方
に
、
事
実
と
事
故
の
原
因
に
ほ
と
ん

ど
争
い
が
な
い
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
物
的
財
産
的
損
害
の
回
復
は
、
相
手
方
と
の
直
接
交
渉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
）
84
（
た
。

交
渉
後
、
双
方
が
紛
争
解
決
の
合
意
に
至
っ
た
と
き
は
、
道
路
交
通
事
故
損
害
賠
償
協
議
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
事
件
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
訴
訟
外
和
解
の
権
限
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。
従
来
の
調
停
前
置
制
度
の
下
で
は
、
当
事
者
間
に
争
い
の
な
い
事
件
に
つ
い
て
も
訴
訟
外
和
解
の
権
限
が
な
く
、
そ
の
た
め

に
交
通
事
故
処
理
の
効
率
を
阻
害
す
る
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
問
題
が
克
服
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
85
（

た
。

　
こ
こ
ま
で
、
道
交
法
が
施
行
後
、
実
体
法
と
手
続
法
上
の
変
化
を
詳
し
く
説
明
し
て
き
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、

立
法
の
目
的
と
し
て
、
被
害
者
保
護
と
紛
争
解
決
の
効
率
性
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
道
交
法
」、「
侵
権
責
任
法
」、
司
法

解
釈
の
公
布
に
よ
り
、
帰
責
原
則
、
責
任
主
体
、
賠
償
範
囲
な
ど
の
規
定
が
設
け
ら
れ
、
交
通
事
故
訴
訟
の
審
理
に
法
律
上
の
根
拠
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
従
来
型
の
行
政
権
へ
の
依
存
傾
向
も
、
法
律
の
整
備
に
伴
っ
て
低
下
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、

調
停
前
置
制
度
の
廃
止
と
紛
争
の
自
主
的
解
決
手
段
の
確
立
は
、
当
事
者
の
私
的
自
治
を
重
視
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

三
　
む
す
び

　
本
稿
で
は
、
歴
史
的
観
点
か
ら
、
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
変
遷
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
最
後
に
、
そ
の
変
遷
の
傾
向
を

整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
各
時
期
の
立
法
の
目
的
を
み
る
と
、
中
国
で
は
、
従
来
の
紛
争
解
決
の
目
的
は
、
社
会
の
安
定
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
と

さ
れ
た
。
こ
の
目
的
は
、
道
交
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
改
革
開
放
後
、
経
済
発
展
と
と
も
に
、
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法
律
制
度
が
次
第
に
整
備
さ
れ
た
中
国
社
会
で
は
、
国
民
の
権
利
意
識
が
高
揚
し
、
社
会
の
安
定
性
よ
り
も
被
害
者
保
護
に
対
す
る
要
求

が
強
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
道
交
法
な
ど
の
現
在
の
法
律
、
司
法
解
釈
に
お
い
て
は
、
被
害
者
保
護
、
さ
ら
に
、
そ
の
保
護
の
効
率
性
が
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
変
容
を
み
る
と
、
従
来
の
交
通
事
故
損
害
賠
償
の
処
理
に
お
い
て
は
、
行
政
権
へ
の
依
存
傾
向
が
強

か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、「
暫
定
規
則
」
が
無
効
と
さ
れ
て
か
ら
、
交
通
事
故
紛
争
を
解
決
す
る
権
限
は
事
実
上
行
政
権
に

よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
、
民
法
通
則
の
施
行
を
契
機
と
し
て
、
司
法
機
関
が
交
通
事
故
損
害
賠
償
の
処
理
の
権
限
を

有
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
弁
法
の
制
定
に
よ
り
、
行
政
権
の
裁
量
権
は
大
き
く
制
限
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
現
行
制
度
の
下
で
は
、

行
政
権
の
影
響
力
は
さ
ら
に
低
下
す
る
一
方
、
裁
判
官
の
裁
量
を
拡
大
す
る
方
向
へ
進
ん
で
い
る
。

　
さ
ら
に
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
従
来
は
行
政
機
関
の
職
権
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
制
度
の
変
容
に
従
い
、
今

日
で
は
、
民
事
訴
訟
の
提
起
の
保
障
、
訴
訟
外
和
解
権
限
の
付
与
な
ど
の
法
律
規
定
の
充
実
に
よ
り
、
当
事
者
の
私
的
自
治
お
よ
び
処
分

権
が
、
従
来
と
比
べ
て
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
訴
訟
制
度
の
変
遷
の
傾
向
を
説
明
し
た
。
中
国
で
は
、
経
済
の
急
速
な
発
展
と
は
裏
腹
に
、
交

通
事
故
訴
訟
制
度
に
関
す
る
法
整
備
は
遅
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
は
、
交
通
事
故
に
お
け
る
損
害
賠
償
の
紛
争
は
、
行
政
機

関
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
七
年
の
民
法
通
則
の
制
定
に
よ
り
交
通
事
故
訴
訟
が
提
起
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

今
日
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
様
々
な
交
通
事
故
訴
訟
に
関
す
る
行
政
法
規
、
法
律
、
司
法
解
釈
が
公
布
さ
れ
て
お
り
、
被
害
者
の
保
護
と

紛
争
解
決
の
効
率
性
が
よ
り
一
層
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
し
か
し
、
現
行
の
中
国
の
交
通
事
故
訴
訟
制
度
に
は
、
旧
制
度
の
影
響
が
依
然
と
し
て
強
く
残
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
の
安
定

性
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
い
一
方
で
、
被
害
者
保
護
の
見
地
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
理
論
的
な
研
究
も
不

十
分
で
あ
り
、
交
通
事
故
訴
訟
の
円
滑
な
運
営
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
、
被
害
者
の
救
済
お
よ
び
紛
争
解
決
の
効
率
性
と
い
う
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現
在
の
立
法
理
念
を
基
本
的
に
維
持
し
つ
つ
、
日
本
の
諸
制
度
を
参
考
に
し
な
が
ら
理
論
的
な
研
究
を
進
め
、
中
国
の
交
通
事
故
訴
訟
制

度
の
改
革
に
あ
た
っ
て
適
切
な
方
策
を
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

（
1
）  
世
界
保
健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
の
サ
イ
ト
の
「
交
通
事
故
死
亡
者
の
数
」（N

um
ber of road traffic deaths

）。http://w
w
w.w
ho.int/gho/

road_safety/m
ortality/traffic_deaths_num

ber/en/

（
二
〇
一
七
年
一
月
三
日
）。

（
2
）  

中
国
の
公
安
交
通
管
理
局
は
、
二
〇
一
六
年
年
末
ま
で
に
全
国
に
お
け
る
自
動
車
の
数
が
二
・
九
億
台
に
の
ぼ
る
こ
と
と
明
ら
か
に
し
た
。

http://w
w
w.gov.cn/shuju/2017 -01/11/content_5158647.htm

（
二
〇
一
七
年
七
月
七
日
）。

（
3
）  

最
高
人
民
法
院
民
事
審
判
第
一
部
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
全
国
の
公
安
機
関
が
処
理
し
た
道
路
交
通
事
故
の
件
数
は
、
二
〇
一
〇
年
は
約
三
九
〇

万
件
、
二
〇
一
一
年
は
約
四
二
二
万
件
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
全
国
の
裁
判
所
が
受
理
し
た
第
一
審
に
お
け
る
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件
は
、
二

〇
一
〇
年
は
約
六
一
万
件
、
二
〇
一
一
年
は
約
七
四
万
件
に
の
ぼ
っ
た
。
こ
の
事
件
数
は
、
前
年
度
と
比
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
約
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

約
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
増
加
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
二
年
前
半
に
、
裁
判
所
が
受
理
し
た
新
規
の
交
通
事
故
事
件
数
は
、
約
四
〇
万
件

で
あ
っ
た
。
最
高
人
民
法
院
民
事
審
判
第
一
庭
編
著
『
最
高
人
民
法
院
関
于
道
路
交
通
損
害
害
賠
償
司
法
解
釈
理
解
与
適
用
』（
人
民
法
院
出
版

社
、
二
〇
一
五
年
）
一
一
頁
参
照
。

（
4
）  

中
国
司
法
制
度
の
改
革
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
、
小
嶋
明
美
「
中
国
民
事
訴
訟
の
審
理
方
式
改
革
の
比
較
法
的
考
察
」
吉
村
徳
重
＝
上
田
竹

志
編
『
日
中
民
事
訴
訟
法
比
較
研
究
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
）
二
六
頁
以
下
参
照
。

（
5
）  

日
本
に
お
け
る
中
国
の
交
通
事
故
損
害
賠
償
を
研
究
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
本
井
巽
＝
西
原
道
雄
＝
野
村
好
弘
「
中
国
の
交
通
事
故
損
害

賠
償
制
度
と
具
体
的
事
例
〔
含
　
討
論
の
概
要
〕」
交
通
法
研
究
一
二
号
（
一
九
八
四
年
）
二
二
六
頁
以
下
、
野
村
好
弘
＝
于
敏
「
中
国
に
お
け

る
交
通
事
故
の
損
害
賠
償
法
」
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
編
『
交
通
事
故
賠
償
の
法
理
と
紛
争
処
理
―
（
財
）
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン

タ
ー
創
立
二
十
周
年
記
念
論
文
集
（
上
）
―
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
四
年
）
三
〇
二
頁
以
下
、
野
村
好
弘
＝
段
匡
「
中
国
に
お
け
る
交
通
事

故
の
損
害
賠
償
」
判
タ
八
四
三
号
（
一
九
九
四
年
）
三
八
頁
以
下
、
栗
津
光
世
「
中
国
自
動
車
保
険
の
諸
問
題
」
文
研
論
集
一
三
四
号
（
二
〇
〇

一
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
岳
衛
「
中
国
法
に
お
け
る
道
路
交
通
事
故
に
よ
る
人
身
損
害
賠
償
―
損
害
の
範
囲
お
よ
び
算
定
に
関
す
る
新
し
い
基
準

の
施
行
に
つ
い
て
」
立
命
館
法
学
二
九
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
七
七
頁
以
下
、
岳
衛
「
中
国
強
制
自
動
車
責
任
保
険
制
度
に
お
け
る
被
害
者
の

権
利
保
護
―
日
本
法
か
ら
の
示
唆
」
立
命
館
法
学
二
九
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
九
頁
以
下
、
趙
銀
仁
「
中
国
に
お
け
る
交
通
事
故
賠
償
法
の
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現
状
と
課
題
」
法
学
研
究
論
集
（
明
治
大
学
大
学
院
）
四
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
三
一
頁
以
下
、
粟
津
光
世
「
道
路
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件

に
適
用
す
る
法
律
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
」
国
際
商
事
法
務
四
一
巻
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
五
九
〇
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
6
）  

刑
事
附
帯
民
事
訴
訟
と
は
、
刑
事
事
件
に
附
帯
し
て
提
起
さ
れ
た
被
告
人
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
民
事
賠
償
請
求
の
訴
訟
の
こ
と
で
あ

る
。
た
だ
し
、
当
該
制
度
の
利
用
に
は
、
二
つ
の
条
件
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
行
為
が
刑
事
上
罰
す
べ
き
行
為
で
あ
る
こ
と
と
被
害
者

の
物
質
的
損
害
が
当
該
行
為
に
よ
っ
て
直
接
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
口
彦
太
＝
田
中
信
行
『
現
代
中
国
法
〔
第
二

版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
七
一
頁
参
照
。

（
7
）  

一
九
四
九
年
二
月
二
二
日
、
中
国
共
産
党
中
央
委
員
会
に
よ
り
『
関
于
廃
除
国
民
党
的
六
法
全
書
与
確
立
解
放
区
的
司
法
原
則
的
指
示
』
が
公

布
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
党
政
府
の
法
律
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
。

（
8
）  

「
城
市
陸
上
交
通
管
理
暫
定
規
則
」
は
、
公
安
部
に
よ
り
一
九
五
一
年
五
月
五
日
に
公
布
し
施
行
さ
れ
た
。

（
9
）  

中
国
に
お
い
て
は
、
行
政
法
規
と
は
、
最
高
国
家
行
政
機
関
で
あ
る
国
務
院
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
全
国
に
適
用
す
る
国
家
行
政
管
理
に
関
す
る

規
制
で
あ
る
。
一
方
、
行
政
規
章
と
は
、
憲
法
、
法
律
と
行
政
法
規
な
ど
に
従
い
、
国
務
院
の
各
部
（
日
本
の
省
に
相
当
す
る
中
央
政
府
機
関
）、

ま
た
は
地
方
の
人
民
政
府
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
各
部
ま
た
は
地
方
の
行
政
機
関
が
適
用
す
る
具
体
的
な
規
制
で
あ
る
。

（
10
）  

任
広
業
編
『
交
通
事
故
防
范
』（
北
京
日
報
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
一
二
四
頁
、
一
二
五
頁
参
照
。

（
11
）  

第
八
〇
条
「
故
意
ま
た
は
過
失
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
交
通
事
故
に
よ
り
他
人
の
人
身
ま
た
は
財
物
並
び
に
公
共
交
通
設
備
（
道
路
、
橋
梁
、

標
識
な
ど
）
に
損
害
を
与
え
た
者
は
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
情
状
の
程
度
に
応
じ
て
規
則
違
反
、
交
通
事
故
を

起
こ
し
た
者
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
12
）  

第
八
三
条
「
車
両
が
規
則
に
違
反
し
て
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
、
運
転
手
ま
た
は
当
該
車
両
の
所
有
者
並
び
に
関
連
す
る
乗
車
者
は
損
害
賠
償

責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
13
）  

管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
に
お
い
て
、
当
該
事
故
責
任
の
性
質
と
内
容
を
示
す
説
明
は
存
在
し
な
い
。

（
14
）  

「
民
法
通
則
」
は
、
第
六
回
全
人
代
に
よ
り
一
九
八
六
年
四
月
一
二
日
に
公
布
さ
れ
、
一
九
八
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

二
〇
〇
九
年
八
月
二
七
日
に
改
正
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
現
行
有
効
で
あ
る
。

（
15
）  

高
見
澤
磨
『
現
代
中
国
の
紛
争
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
九
五
頁
、
九
六
頁
参
照
。

（
16
）  

「
城
市
道
路
規
則
」
は
、
公
安
部
に
よ
り
一
九
五
五
年
八
月
一
九
日
に
公
布
さ
れ
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

（
17
）  

「
公
路
交
通
規
則
」
は
、
交
通
部
に
よ
り
一
九
六
〇
年
八
月
二
七
日
に
公
布
し
、
同
時
施
行
さ
れ
た
。
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（
18
）  

「
城
市
和
公
路
交
通
管
理
規
則
（
試
行
）」
は
、
公
安
部
と
交
通
部
に
よ
り
一
九
七
二
年
三
月
二
五
日
に
公
布
し
、
同
時
施
行
さ
れ
た
。

（
19
）  

結
果
の
軽
重
﹇
原
語
は
「
情
節
軽
重
」：
筆
者
注
﹈
に
は
、
交
通
事
故
に
起
こ
さ
れ
た
結
果
の
大
小
だ
け
で
は
な
く
、
渋
滞
の
時
間
、
処
理
の

難
易
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
た
。

（
20
）  
蘇
志
成
主
編
『
道
路
交
通
事
故
処
理
概
論
』（
河
北
科
学
技
術
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
三
頁
。

（
21
）  
当
時
、
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
事
故
の
処
理
は
、
農
業
（
農
機
）
部
門
に
委
ね
ら
れ
た
。
国
務
院
の
一
九
八
六
年
一
〇
月
七
日
に
公
布
さ
れ
た
「
関

于
改
革
道
路
交
通
管
理
体
制
的
通
知
」
参
照
。

（
22
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
歴
史
上
の
原
因
と
も
関
係
が
あ
る
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
前
、
国
民
党
政
府
は
交
通
監
理
所
を
設
置
し
、
郷
と
鎮
、

公
路
の
交
通
は
当
該
機
関
に
よ
り
管
理
す
る
が
、
北
京
、
南
京
な
ど
の
都
市
の
道
路
交
通
は
、
国
民
党
の
警
察
機
関
に
よ
り
管
理
す
る
も
の
と
し

た
。
そ
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
当
該
制
度
は
引
続
き
維
持
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
道
路
交
通
の
管
理
は
公
安
機
関
に
よ
り
、

そ
の
他
の
郷
と
鎮
、
公
路
の
交
通
は
交
通
部
門
に
よ
り
管
理
さ
れ
た
。
傅
以
諾
主
編
『
遇
到
糾
紛
怎
麽
弁

―
如
何
避
免
和
解
决
公
安
交
通
管
理

中
的
糾
紛
』（
群
衆
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
二
頁
参
照
。

（
23
）  

前
掲
注
（
21
）「
関
于
改
革
道
路
交
通
管
理
体
制
的
通
知
」
参
照
。
こ
の
問
題
は
、
一
九
八
六
年
の
国
務
院
の
「
関
于
改
革
道
路
交
通
管
理
体

制
的
通
知
」
に
よ
り
、
全
て
の
機
関
が
一
九
八
六
年
か
ら
次
第
に
公
安
交
通
管
理
機
関
に
代
わ
る
に
伴
っ
て
解
決
さ
れ
た
。

（
24
）  

黒
龍
江
省
交
通
局
監
理
処
編
『
交
通
部
交
通
監
理
干
部
培
訓
講
義
・
交
通
事
故
及
其
予
防
』（
広
西
交
通
局
管
理
所
翻
刻
版
、
一
九
八
二
年
九

月
）
五
五
頁
以
下
。

（
25
）  

当
時
、
紛
争
処
理
に
は
説
理
・
心
服
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
当
該
傾
向
に
つ
い
て
、
詳
し
い
内
容
は
、
高
見
澤
磨
・
前
掲
注
（
15
）
一

五
頁
以
下
参
照
。

（
26
）  

中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
交
通
管
理
局
主
編
『
道
路
交
通
事
故
処
理
教
程
』（
安
徽
教
育
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
二
三
九
頁
。

（
27
）  

一
九
六
二
年
一
二
月
二
七
日
に
公
安
部
弁
公
庁
の
「
関
于
職
工
因
交
通
事
故
死
亡
撫
恤
問
題
復
全
総
生
活
弁
公
室
函
」
に
よ
り
、
従
業
員
が
交

通
事
故
に
よ
り
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
従
業
員
が
所
属
す
る
単
位
が
労
働
保
険
条
例
に
従
っ
て
「
撫
恤
」
を
す
る
ほ
か
、
事
故
を
起
こ
し
た
者
は

一
般
に
全
て
一
定
の
事
故
責
任
を
負
う
こ
と
か
ら
、
事
故
を
起
こ
し
た
者
の
所
属
す
る
単
位
は
負
う
責
任
の
大
小
お
よ
び
死
者
の
家
族
の
生
活
上

の
実
際
の
困
難
に
応
じ
て
、
一
定
額
の
補
償
費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

（
28
）  

最
高
人
民
法
院
「
関
于
汽
車
司
机
因
過
失
引
起
的
損
害
賠
償
責
任
問
題
的
批
復
」（
一
九
五
八
年
二
月
一
二
日
）
参
照
。

（
29
）  

沈
陽
軍
区
軍
事
法
院
編
著
『
交
通
事
故
処
理
一
〇
〇
題
問
答
』（
遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
一
五
八
頁
、
一
五
九
頁
参
照
。



中国における交通事故訴訟の史的展開

305

（
30
）  

「
司
法
解
釈
」
に
つ
い
て
、
最
高
人
民
法
院
「
関
于
職
工
因
交
通
事
故
死
亡
撫
恤
問
題
的
復
函
」（
一
九
六
二
年
一
二
月
二
四
日
）、
最
高
人
民

法
院
「
関
于
交
通
肇
事
撫
恤
問
題
的
批
復
」（
一
九
六
三
年
四
月
二
八
日
）、
最
高
人
民
法
院
弁
公
庁
・
公
安
部
弁
公
庁
「
関
于
交
通
肇
事
的
補
償

和
撫
恤
問
題
的
函
」（
一
九
六
五
年
五
月
二
六
日
）
で
あ
る
。
内
容
の
紹
介
と
解
説
と
し
て
、
宇
田
川
幸
則
「
中
国
に
お
け
る
精
神
損
害
に
対
す

る
金
銭
賠
償
を
め
ぐ
る
法
と
実
務
（
一
）」
北
大
法
学
論
集
四
七
巻
四
号
（
一
九
九
六
年
）
九
〇
頁
、
九
一
頁
、
一
〇
五
頁
注
（
七
二
）
参
照
。

ち
な
み
に
、
司
法
解
釈
と
は
、
最
高
司
法
機
関
（
最
高
人
民
法
院
と
最
高
人
民
検
察
院
を
含
む
）
が
法
律
上
与
え
ら
れ
た
職
権
に
基
づ
い
て
、
法

令
の
具
体
的
な
適
用
に
つ
い
て
、
作
り
出
す
司
法
上
の
効
力
を
有
す
る
解
釈
で
あ
る
。

（
31
）  

前
掲
注
（
27
）
公
安
部
弁
公
庁
の
「
函
」
参
照
。
し
か
し
、
そ
の
判
断
基
準
を
知
り
得
る
よ
う
な
資
料
を
得
て
い
な
い
。

（
32
）  

一
九
七
五
年
に
は
、
交
通
事
故
の
件
数
は
約
九
万
件
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
〇
万
件
を
超
え
、
約
一
〇
万
件
、
一
九
七
七
年
約
一
一
万
件
、
一

九
七
八
年
約
一
一
万
件
、
一
九
七
九
年
約
一
二
万
件
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
交
通
事
故
の
件
数
は
さ
ら
に
増
加
し
、
一
九
八
五
年
に

は
一
九
七
五
年
か
ら
倍
増
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
数
値
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
約
一
一
万
件
、
一
九
八
一
年
約
一
一
万
件
、
一
九

八
二
年
約
一
〇
万
件
、
一
九
八
三
年
約
一
一
万
件
、
一
九
八
四
年
約
一
二
万
件
、
一
九
八
五
年
約
二
〇
万
件
、
一
九
八
六
年
約
三
〇
件
で
あ
っ
た
。

以
上
の
デ
ー
タ
は
、
公
安
部
交
通
管
理
局
編
『
全
国
道
路
交
通
事
故
統
計
資
料
集
』（
群
衆
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
四
頁
に
よ
る
。

（
33
）  

傅
以
諾
＝
王
立
輝
「
此
責
任
任
非
彼
責
任
」
道
路
交
通
管
理
、
二
〇
〇
四
年
第
三
期
、
三
三
頁
。

（
34
）  

高
万
云
「『
道
路
交
通
安
全
法
』
実
施
后
交
通
事
故
処
理
模
式
評
析
」
江
蘇
警
官
学
院
学
報
、
二
〇
〇
四
年
五
月
、
第
一
九
巻
第
三
期
、
一
六

七
頁
。

（
35
）  

前
記
㈡
の
1
を
参
照
。

（
36
）  

沈
陽
軍
区
軍
事
法
院
・
前
掲
注
（
29
）
一
三
二
頁
参
照
。
具
体
的
な
責
任
の
負
担
は
、
各
地
方
の
規
則
に
よ
っ
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
。

（
37
）  

広
東
省
の
「
道
路
交
通
事
故
処
理
暫
行
条
例
」（
一
九
八
三
年
）、
遼
寧
省
の
「
道
路
交
通
事
故
処
理
暫
定
規
定
」（
一
九
八
四
年
）
は
六
つ
の

責
任
に
区
別
さ
れ
る
。
公
安
部
、
交
通
部
が
共
同
し
て
公
布
し
た
「
道
路
交
通
事
故
処
理
規
定
」（
征
求
意
見
稿
）
も
同
様
で
あ
る
。
沈
陽
軍
区

軍
事
法
院
・
前
掲
注
（
29
）
一
八
八
頁
参
照
。

（
38
）  

傅
以
諾
＝
王
立
輝
・
前
掲
注
（
33
）
三
三
頁
。

（
39
）  

「
司
法
解
釈
」
に
つ
い
て
、
前
掲
注
（
28
）、
前
掲
注
（
30
）
参
照
。

（
40
）  

楊
立
新
『
道
路
交
通
事
故
責
任
研
究
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
七
頁
、
于
敏
「
論
機
動
車
損
害
賠
償
責
任
」
私
法
二
〇
〇
六
年
第
一

期
、
二
〇
四
頁
。
た
だ
し
、
実
状
を
知
る
べ
き
資
料
は
乏
し
く
、
当
時
の
受
理
状
況
や
裁
判
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
。
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（
41
）  

「
民
事
訴
訟
法
（
試
行
）」
は
、
一
九
八
二
年
三
月
八
日
に
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
令
第
八
号
に
よ
り
公
布
さ
れ
、
一
九
八
二
年
一
〇

月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
同
法
第
八
四
条
第
一
項
は
、
治
安
管
理
処
罰
条
例
に
違
反
す
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
公
安
機
関
に
解
決
の
申
請
を
す
る

こ
と
を
原
告
に
告
知
す
る
と
定
め
、
第
二
項
は
、
そ
の
他
の
行
政
機
関
に
受
理
す
べ
き
争
い
に
つ
い
て
は
、
関
連
行
政
機
関
に
解
決
の
申
請
を
す

る
こ
と
を
原
告
に
告
知
す
る
と
定
め
る
。

（
42
）  
中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
交
通
管
理
局
・
前
掲
注
（
26
）
二
三
九
頁
。

（
43
）  
楊
立
新
・
前
掲
注
（
40
）
七
頁
、
于
敏
・
前
掲
注
（
40
）
二
〇
四
頁
、
梁
慧
星
「
関
于
道
路
交
通
事
故
賠
償
法
的
制
定
」
法
学
研
究
、
一
九
九

一
年
第
二
期
三
七
頁
参
照
。

（
44
）  

善
後
処
理
と
は
、
交
通
事
故
に
よ
り
起
こ
さ
れ
た
死
傷
、
物
的
損
害
な
ど
の
経
済
損
失
に
対
し
て
、
交
通
事
故
の
処
理
に
権
限
を
有
す
る
行
政

機
関
は
、
誰
か
責
任
を
負
う
べ
き
か
、
そ
の
損
失
へ
の
経
済
補
償
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
か
る
か
な
ど
の
内
容
を
裁
決
す
る
手
続
で
あ
る
。
李
兵
、
邵

良
節
編
著
『
交
通
事
故
的
処
理
与
予
防
』（
寧
夏
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
九
八
頁
参
照
。

（
45
）  

黒
龍
江
省
交
通
局
監
理
処
・
前
掲
注
（
24
）
六
〇
頁
。

（
46
）  

中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
交
通
管
理
局
・
前
掲
注
（
26
）
二
三
九
頁
。

（
47
）  

民
法
通
則
の
草
案
に
は
、
自
動
車
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が
、
公
布
さ
れ
た
民
法
通
則
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
公
布
後
の
学
説
上
の

対
立
に
つ
き
、
岳
衛
・
前
掲
注
（
5
）
一
八
二
頁
以
下
、
野
村
好
弘
＝
段
匡
・
前
掲
注
（
5
）
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
48
）  

「
公
路
交
通
規
則
」
は
一
九
八
七
年
国
務
院
（
国
発
一
九
八
七
〈
二
〉
号
文
件
）
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、「
都
市
交
通
規
則
」
は
、
一
九

八
八
年
「
道
路
交
通
管
理
条
例
」
の
施
行
に
よ
り
、
無
効
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、「
都
市
と
公
路
交
通
管
理
規
則
（
試
行
）」
は
一
九
八
七
年
に
公

安
部
の
行
政
法
規
解
釈
に
よ
り
失
効
し
た
。
一
九
八
八
年
七
月
四
日
、
公
安
部
の
「
関
于
『
中
華
人
民
共
和
国
道
路
交
通
管
理
条
例
』
若
干
条
款

的
解
釈
」
参
照
。

（
49
）  

梁
慧
星
・
前
掲
注
（
43
）
三
七
頁
参
照
。

（
50
）  

梁
慧
星
「
関
于
中
国
道
路
交
通
事
故
賠
償
的
法
律
制
度
」
安
徽
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）
一
九
九
五
年
第
六
期
、
四
五
頁
参
照
。

（
51
）  

梁
慧
星
・
前
掲
注
（
50
）
四
五
頁
参
照
。

（
52
）  

中
華
人
民
共
和
国
公
安
部
交
通
管
理
局
・
前
掲
注
（
26
）
二
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
53
）  

栗
津
光
世
・
前
掲
注
（
5
）
一
八
五
頁
。

（
54
）  

国
務
院
法
政
局
政
法
司
＝
公
安
部
交
通
管
理
局
『
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
釈
義
』（
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
五
四
頁
、
梁
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慧
星
・
前
掲
注
（
50
）
四
三
頁
参
照
。

（
55
）  

弁
法
四
四
条
　
自
動
車
と
非
自
動
車
、
歩
行
者
の
間
に
交
通
事
故
が
発
生
し
、
死
亡
ま
た
は
重
傷
を
負
っ
た
場
合
、
自
動
車
側
は
、
過
失
が
な

く
て
も
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
経
済
損
失
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
計
算
し
た
賠
償
額
が
交
通

事
故
発
生
地
の
一
〇
カ
月
の
平
均
生
活
費
用
を
超
え
た
場
合
、
一
〇
カ
月
の
平
均
生
活
費
を
基
準
と
す
る
。

（
56
）  
楊
秀
清
主
編
『
交
通
事
故
損
害
賠
償
』（
人
民
法
院
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
三
頁
、
八
三
頁
。

（
57
）  
梁
慧
星
・
前
掲
注
（
50
）
四
三
頁
参
照
。

（
58
）  

一
九
九
九
年
六
月
一
八
日
、
最
高
人
民
法
院
の
「
関
于
被
盗
机
動
車
肇
事
后
由
誰
承
担
損
賠
賠
償
責
任
的
批
復
」
二
〇
〇
〇
年
一
一
月
二
一
日
、

最
高
人
民
法
院
の
「
関
于
購
買
人
使
用
分
期
付
款
購
買
的
車
輌
从
事
運
輸
因
交
通
事
故
造
成
他
人
財
産
損
失
保
留
車
輌
所
有
権
的
出
売
方
不
應
承

担
民
事
責
任
的
批
復
」
二
〇
〇
一
年
一
二
月
三
一
日
、
最
高
人
民
法
院
の
「
関
于
連
環
購
車
未
弁
理
過
戸
手
続
原
車
主
是
否
対
机
動
車
発
生
交
通

事
故
致
人
損
害
賠
償
責
任
的
復
函
」
参
照
。

（
59
）  

関
升
英
主
編
『
道
路
交
通
事
故
賠
償
糾
紛
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
三
二
頁
参
照
。

（
60
）  

「
関
于
確
定
民
事
侵
権
精
神
損
害
賠
償
責
任
若
干
問
題
的
解
釈
」
は
、
最
高
人
民
法
院
に
よ
り
二
〇
〇
一
年
三
月
八
日
に
公
布
さ
れ
、
二
〇
〇

一
年
三
月
一
〇
日
さ
れ
た
。

（
61
）  

「
関
于
審
理
人
身
損
害
賠
償
案
件
適
用
法
律
若
干
問
題
的
解
釈
」
は
、
最
高
人
民
法
院
に
よ
り
二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
六
日
に
公
布
さ
れ
、
二

〇
〇
四
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

（
62
）  

当
時
、
大
多
数
の
交
通
事
故
で
は
、
交
通
事
故
の
当
事
者
の
交
通
安
全
法
規
違
反
行
為
と
公
安
交
通
管
理
機
関
の
認
定
に
際
し
て
、
事
故
当
事

者
の
交
通
安
全
法
規
違
反
行
為
が
交
通
事
故
の
直
接
原
因
で
あ
る
か
ど
う
か
を
ま
ず
認
定
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
責
任
を
課
す
こ
と
が
一
般
的
で

あ
っ
た
。
野
村
好
弘
＝
于
敏
・
前
掲
注
（
5
）
三
一
〇
頁
参
照
。

（
63
）  

野
村
好
弘
＝
于
敏
・
前
掲
注
（
5
）
三
一
〇
頁
参
照
。

（
64
）  

「
関
于
処
理
道
路
交
通
事
故
案
件
有
関
問
題
的
通
知
」
は
、
最
高
人
民
法
院
と
公
安
部
よ
り
一
九
九
二
年
一
二
月
一
日
に
公
布
し
施
行
さ
れ
た
。

（
65
）  

野
村
好
弘
＝
段
匡
・
前
掲
注
（
5
）
四
三
頁
。

（
66
）  

国
務
院
法
政
局
政
法
司
＝
公
安
部
交
通
管
理
局
・
前
掲
注
（
54
）
五
一
頁
参
照
。

（
67
）  

周
強
「
道
路
交
通
事
件
致
人
身
損
害
賠
償
案
件
的
審
理
」
法
学
一
九
九
四
年
第
八
期
三
二
頁
。

（
68
）  

呂
玉
宝
「
公
安
机
関
調
解
不
應
作
為
交
通
事
故
賠
償
訴
訟
的
前
置
程
序
」
人
民
司
法
一
九
九
八
年
八
期
五
〇
頁
、
劉
道
清
＝
周
振
義
＝
別
志
勇
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「『
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
』
不
應
作
為
法
院
立
案
的
前
置
条
件
」
人
大
建
設
一
九
九
八
年
六
期
二
頁
参
照
。

（
69
）  

梁
慧
星
・
前
掲
注
（
50
）
四
六
頁
参
照
。

（
70
）  

「
道
路
交
通
安
全
法
」
は
、
全
人
代
の
常
務
委
員
会
に
よ
り
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日
に
公
布
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ

た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
一
一
年
に
改
正
が
行
わ
れ
た
。

（
71
）  
「
道
路
交
通
安
全
法
実
施
条
例
」
は
、
国
務
院
に
よ
り
二
〇
〇
四
年
四
月
三
〇
日
に
公
布
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。

（
72
）  
五
つ
の
事
故
類
型
と
は
、
①
賃
貸
借
、
使
用
貸
借
等
に
よ
り
、
自
動
車
の
所
有
者
と
使
用
者
と
が
同
一
人
物
で
な
い
場
合
、
②
当
事
者
の
間
で

既
に
売
買
等
の
方
法
で
自
動
車
の
譲
渡
お
よ
び
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
が
、
所
有
権
の
移
転
登
記
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
、
③
部
品
を
寄
せ
集
め
て

組
み
立
て
た
自
動
車
又
は
既
に
廃
棄
基
準
に
達
し
た
自
動
車
を
売
買
等
の
方
法
で
譲
渡
し
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、

④
窃
盗
、
強
取
又
は
強
奪
さ
れ
た
自
動
車
が
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
⑤
自
動
車
の
運
転
者
が
交
通
事
故
発
生
後
に
逃

亡
し
た
場
合
で
あ
る
。

（
73
）  

「
関
于
処
理
道
路
交
通
事
故
損
害
賠
償
案
件
適
用
法
律
若
干
問
題
的
解
釈
」
は
、
最
高
人
民
法
院
に
よ
り
二
〇
一
二
年
九
月
一
七
日
に
公
布
さ

れ
た
。
粟
津
光
世
「
道
路
交
通
事
故
損
害
賠
償
事
件
に
適
用
す
る
法
律
の
い
く
つ
か
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
」
国
際
商
事
法
務
四
一
巻
四
号
（
二

〇
一
三
年
）
五
九
〇
頁
以
下
に
日
本
語
訳
が
あ
る
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て
引
用
す
る
条
文
は
、
上
記
の
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。

（
74
）  

道
交
法
第
七
六
条
「
自
動
車
交
通
事
故
に
よ
っ
て
、
人
身
傷
害
、
死
亡
ま
た
は
財
産
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
、
保
険
会
社
は
、
自
動
車
第
三
者

責
任
強
制
保
険
の
限
度
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
損
害
を
賠
償
す
る
。
不
足
す
る
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
で
、
責
任
を
分
配
す
る
。

（
一
）
二
台
以
上
の
自
動
車
間
で
発
生
し
た
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
過
失
を
有
す
る
一
方
の
自
動
車
側
が
、
そ
れ
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
。

双
方
に
過
失
が
あ
る
場
合
に
は
、
各
々
の
過
失
の
割
合
に
応
じ
て
責
任
を
負
う
。（
二
）
自
動
車
と
非
自
動
車
運
転
手
ま
た
は
歩
行
者
と
の
間
に

生
じ
た
交
通
事
故
に
つ
い
て
は
、
非
自
動
車
運
転
手
ま
た
は
歩
行
者
に
過
失
が
な
い
場
合
、
一
方
の
自
動
車
側
が
賠
償
責
任
を
負
う
。
た
だ
し
、

証
拠
に
よ
っ
て
、
非
自
動
車
運
転
手
ま
た
は
歩
行
者
に
過
失
が
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
過
失
割
合
に
よ
り
、
一
方
の
自
動
車

側
の
賠
償
責
任
を
軽
減
す
る
。
一
方
の
自
動
車
側
に
過
失
が
な
い
場
合
、
自
動
車
の
運
転
者
が
負
う
べ
き
損
害
賠
償
の
限
度
額
は
、
最
大
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
交
通
事
故
に
よ
る
損
害
が
、
非
自
動
車
運
転
手
ま
た
は
歩
行
者
が
故
意
に
自
動
車
に
ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
一
方
の
自
動
車
側
は
、
そ
の
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
」。
条
文
の
翻
訳
は
、
趙
銀
仁
・
前
掲
注
（
5
）
二
三
三
頁
参
照
。

（
75
）  

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の
無
過
失
責
任
原
則
と
は
、
一
方
の
自
動
車
側
に
過
失
が
な
い
場
合
、
自
動
車
の
運
転
者
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
の

損
害
賠
償
額
を
負
う
べ
き
と
す
る
帰
責
原
則
で
あ
る
。
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（
76
）  

全
国
人
大
常
委
会
法
制
工
作
委
員
会
民
法
室
編
「『
中
華
人
民
共
和
国
侵
権
責
任
法
』
条
文
説
明
、
立
法
理
由
及
相
関
規
定
」（
北
京
大
学
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
七
頁
参
照
。

（
77
）  

最
高
人
民
法
院
民
事
審
判
第
一
庭
・
前
掲
注
（
3
）
一
三
頁
。
当
該
内
容
の
詳
し
い
説
明
は
、
粟
津
・
前
掲
注
（
73
）
五
九
三
頁
注
三
参
照
。

（
78
）  
第
一
六
条
　
他
人
を
侵
害
し
て
人
身
傷
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
医
療
費
、
看
護
費
、
交
通
費
等
の
治
療
お
よ
び
リ
ハ
ビ
リ
の
た
め
に
支

出
す
る
合
理
的
な
費
用
な
ら
び
に
休
業
に
よ
り
減
少
し
た
収
入
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
遺
症
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
更
に
後
遺
症
生

活
補
助
具
費
用
お
よ
び
後
遺
症
賠
償
金
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
更
に
葬
式
費
用
お
よ
び
死
亡
賠
償
金
を
賠
償

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
79
）  

第
二
二
条
　
他
人
の
人
身
権
益
を
侵
害
し
、
他
人
に
重
大
な
精
神
的
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
被
権
利
侵
害
者
は
、
精
神
的
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
80
）  

交
通
事
故
損
害
賠
償
司
法
解
釈
第
一
四
条
参
照
。

（
81
）  

余
凌
云
「
道
路
交
通
事
責
任
認
定
研
究
」
法
学
研
究
二
〇
一
六
年
第
六
期
、
一
三
一
頁
。

（
82
）  

当
時
、「
関
于
処
理
道
路
交
通
事
故
案
件
有
関
問
題
的
通
知
」
は
ま
だ
有
効
で
あ
り
、
二
〇
一
三
年
、
最
高
人
民
法
院
の
「
一
九
八
〇
年
一
月

一
日
か
ら
一
九
九
七
年
六
月
三
〇
日
ま
で
公
布
し
た
一
部
の
司
法
解
釈
お
よ
び
司
法
解
釈
性
質
文
書
（
第
九
組
）
の
廃
止
に
関
す
る
決
定
」
に
よ

り
失
効
し
た
。
し
か
し
、「
道
交
法
」
の
規
定
に
よ
り
、
事
故
当
事
者
は
公
安
交
通
管
理
機
関
に
調
停
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、

直
接
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
実
際
上
調
停
前
置
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
。

（
83
）  

郎
勝
主
編
『
中
華
人
民
共
和
国
道
路
交
通
安
全
法
釈
義
』（
法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
一
六
六
頁
参
照
。

（
84
）  

道
交
法
第
七
〇
条
参
照
。

（
85
）  

郎
勝
・
前
掲
注
（
83
）
一
五
八
頁
参
照
。

陳　

凡
龍
（
チ
ン
　
ハ
ン
リ
ュ
ウ
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
民
事
訴
訟
法


